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令和３年第１回足寄町議会定例会議事録（第１号）
令和３年３月８日（月曜日）

◎出席議員（１３名）

１番 多治見 亮 一 君 ２番 高 道 洋 子 君

３番 進 藤 晴 子 君 ４番 榊 原 深 雪 君

５番 田 利 正 文 君 ６番 熊 澤 芳 潔 君

７番 髙 橋 健 一 君 ８番 川 上 修 一 君

９番 髙 橋 秀 樹 君 １０番 二 川 靖 君

１１番 木 村 明 雄 君 １２番 井 脇 昌 美 君

１３番 吉 田 敏 男 君

◎欠席議員（０名）

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 渡 辺 俊 一 君

足寄町教育委員会教育長 藤 代 和 昭 君

足寄町選挙管理委員会委員長 平 野 隆 一 君

足寄町農業委員会会長 齋 藤 陽 敬 君

足寄町代表監査委員 川 村 浩 昭 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 丸 山 晃 徳 君

総 務 課 長 松 野 孝 君

福 祉 課 長 保 多 紀 江 君

住 民 課 長 佐々木 雅 宏 君

経 済 課 長 村 田 善 映 君

建 設 課 長 増 田 徹 君

国民健康保険病院事務長 川 島 英 明 君

会 計 管 理 者 横 田 晋 一 君

消 防 課 長 大竹口 孝 幸 君

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者

教 育 次 長 沼 田 聡 君

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者

農業委員会事務局長 上 田 利 浩 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 櫻 井 保 志 君

事 務 局 次 長 野 田 誠 君

総 務 担 当 主 査 中 鉢 武 志 君
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◎議事日程

日程第 １ 会議録署名議員の指名＜Ｐ３＞

日程第 ２ 会期の決定＜Ｐ３～Ｐ４＞

日程第 ３ 諸般の報告（議長）＜Ｐ４＞

日程第 ４ 報告第１号 総務産業常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ４＞

日程第 ５ 報告第２号 文教厚生常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ４＞

日程第 ６ 行政報告（町長）＜Ｐ４～Ｐ５＞

日程第 ７ 行政執行方針（町長・教育長・農業委員会会長）＜Ｐ５～Ｐ１８＞

日程第 ８ 報告第３号 予定価格１,０００万円以上の工事又は製造の請負契約の締

結について＜Ｐ１８＞

日程第 ９ 議案第１１号 監査委員の選任について＜Ｐ１８～Ｐ１９＞

日程第１０ 議案第１２号 固定資産評価審査委員会委員の選任について＜Ｐ１９～Ｐ２

０＞

日程第１１ 議案第１３号 町道路線の認定について＜Ｐ２０～Ｐ２１＞

日程第１２ 議案第１４号 町道路線の変更について＜Ｐ２１＞

日程第１３ 議案第１５号 町道路線の廃止について＜Ｐ２２＞

日程第１４ 議案第１６号 第３期足寄町障がい者福祉計画・第６期足寄町障がい福祉計

画・第２期足寄町障がい児福祉計画（令和３年度～令和５年

度）について＜Ｐ２２～Ｐ２７＞

日程第１５ 議案第１７号 足寄町議会議員及び足寄町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の制定について＜Ｐ２７～Ｐ２９＞

日程第１６ 議案第１８号 足寄町選挙公報の発行に関する条例の制定について＜Ｐ２９

～Ｐ３０＞

日程第１７ 議案第１９号 足寄町土地開発基金条例の一部を改正する条例＜Ｐ３０＞

日程第１８ 議案第２０号 足寄町公の施設条例の一部を改正する条例＜Ｐ３０～Ｐ３

１＞

日程第１９ 議案第２１号 足寄町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例＜

Ｐ３１～Ｐ３２＞

日程第２０ 議案第２２号 足寄町国民健康保険条例の一部を改正する条例＜Ｐ３２～Ｐ

３３＞

日程第２１ 議案第２３号 足寄町介護保険条例の一部を改正する条例＜Ｐ３３～Ｐ３

４＞

日程第２２ 議案第２４号 足寄町指定居宅介護支援等に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例＜Ｐ３４～Ｐ３５＞

日程第２３ 議案第２５号 足寄町道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正

する条例＜Ｐ３５～Ｐ３７＞

日程第２４ 議案第２６号 足寄町公園条例の一部を改正する条例＜Ｐ３７＞
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午前１０時００分 開会

◎ 開会宣告

○議長（吉田敏男君） 全員の出席でござい

ます。

ただいまから、令和３年第１回足寄町議会

定例会を開会をいたします。

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） これから、本日の会

議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第

１８４条の規定によって、５番田利正文君、

６番熊澤芳潔君を指名をいたします。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） ３

月５日に開催されました、第１回定例会に伴

う議会運営委員会の協議の結果を報告いたし

ます。

会期は、本日３月８日から３月１９日まで

の１２日間とし、このうち、９日から１５日

までと計７日間は休会となります。

次に、審議予定について報告します。

本日３月８日は、議長の諸般の報告、総務

産業常任委員会、文教厚生常任委員会から所

管事務調査の報告を行います。

次に、町長から行政報告を受けた後、町

長、教育長、農業委員会会長から行政執行方

針を受けます。

次に、議案等の審議方法について申し上げ

ます。

最初に、報告第３号の報告を受けます。

次に、議案第１１号から議案第１５号まで

と議案第１７号から議案第２６号までを即決

で審議いたします。

議案第１６号については、文教厚生常任委

員会へ付託し、会期中の審査といたします。

１６日は一般質問を行います。

１７日以降の審議予定については、一般質

問者の人数などにより流動的でありますの

で、今後の議会運営委員会において協議し、

皆様に御報告いたしますので、御了承願いま

す。

なお、議案第２７号から議案第３６号まで

の補正予算案は、後日、提案説明を受けた

後、即決で審議いたします。

また、議案第３７号から議案第４６号まで

の新年度予算案については、後日、提案説明

を受けた後、予算審査特別委員会を設置し、

会期中の審査といたします。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 会期決定の件

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 会期決定

の件を議題といたします。

お諮りをいたします。

本定例会の会期は、本日から３月１９日ま

での１２日間にしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は本日から３月１９日ま

での１２日間に決定をいたしました。

なお、１２日間のうち、９日から１５日ま

での７日間は休会といたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

よって、７日間は休会に決定をいたしまし

た。
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なお、今定例会における一般質問通告書の

提出期限は、３月１０日水曜日の午後４時ま

ででありますので、よろしくお願いを申し上

げます。

◎ 諸般の報告

○議長（吉田敏男君） 日程第３ 諸般の報

告を行います。

議長の報告事項は、印刷してお手元に配付

のとおりです。

これで、諸般の報告を終わります。

◎ 報告第１号

○議長（吉田敏男君） 日程第４ 報告第１

号総務産業常任委員会所管事務調査報告につ

いての件を議題といたします。

別紙配付のとおりです。

ただいまの報告に対し、質疑を受けます。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで報告を終わります。

◎ 報告第２号

○議長（吉田敏男君） 日程第５ 報告第２

号文教厚生常任委員会所管事務調査報告につ

いての件を議題といたします。

別紙配付のとおりです。

ただいまの報告に対し、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで報告を終わります。

◎ 行政報告

○議長（吉田敏男君） 日程第６ 行政報告

を行います。

町長から行政報告の申出がありましたの

で、これを許します。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しを頂き

ましたので、２件の行政報告を申し上げま

す。

まず、役場庁舎渡り廊下の損壊についての

御報告をいたします。

本年３月２日の午後１時５２分、除雪作業

中の建設課車両室職員が運転する除雪ドーザ

のプラウを、役場庁舎と消防総合庁舎を結ぶ

延長約１３メートルの渡り廊下下部に接触さ

せ、損壊させる事故が発生いたしました。

原因につきましては、運転手がプラウを下

げるべきところレバー操作のタイミングが遅

れたためであります。

接触時に渡り廊下を通行する職員はおら

ず、幸いにもけが人等の発生はありませんで

した。

損壊の状況につきましては、アルミ製の軒

天井材が大きく剝がれ、少量のガラス片が落

下したほか、断熱材が付近に散乱いたしまし

た。

事故後は直ちに渡り廊下の使用を禁止する

とともに、渡り廊下下部の通路を通行止めと

いたしました。

損壊箇所につきましては、３月４日午後か

ら業者による応急復旧を行ったほか、散乱物

につきましても同日建設課車両室において撤

去作業を終えたことから、渡り廊下の使用禁

止措置は５日に解除いたしました。

渡り廊下下部の通行禁止措置は、通行の安

全確認ができ次第解除する予定であります。

現在、完全復旧に要する費用の積算作業を

進めており、費用確定後、今後の議会に復旧

費用を提案させていただく予定をしておりま

すが、迅速な対応が必要となり議会の議決を

頂く時間的余裕がない場合は、専決処分によ

り対応させていただきたいと考えております

ので、御理解を賜りますようお願い申し上げ

ます。

なお、本町が所有する全ての建物は、一般

社団法人全国自治協会建物災害共済に加入し

ており、損害額のほぼ１００％が塡補される

見込みであります。
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今後も、職員に対し安全運転、周辺構造物

への注意、確認の徹底を図り、再発防止に努

めてまいりますので、御理解賜りますようお

願い申し上げ、御報告といたします。

次に、令和３年度から令和７年度までの５

か年を計画期間とする、足寄町下水道ストッ

クマネジメント計画を策定いたしましたの

で、御報告いたします。

足寄町の下水道は平成６年度から事業開始

し、現在の認可区域は３１５.１ヘクタール

で、整備率は７１.１％、下水道に接続して

いる水洗化率は７８％まで達しております。

下水道終末処理場は、平成１２年度の供用

開始から２０年が経過し、９か所稼働してい

るマンホールポンプ所についても、最も古い

もので１７年が経過しております。

これら施設の機器・設備の更新には多額の

費用がかかることから、国の社会資本整備総

合交付金を活用して行うこととしており、そ

のためには下水道ストックマネジメント計画

を策定することが必要であります。

下水道ストックマネジメント計画とは、中

長期的な視点で下水道施設全体の老朽化の進

展状況を考慮し、リスク評価等による機器・

設備更新の優先順位づけを行った上で、施設

全体の効率的な管理を図るための計画であり

ます。

本町では、平成２６年度に１期目の計画を

策定し、平成２７年度からの５か年計画で下

水道終末処理場の建物、電気・機械設備の更

新を行いました。

２期目となる今回の計画は、平成３０年度

から機器・設備の状態調査を行い、その結果

を基に劣化状況と耐用年数を踏まえて令和３

年度からの５か年計画を策定したもので、令

和３年２月１６日に北海道と最終協議を行

い、国土交通省に提出しております。

本日は、別紙の足寄町下水道ストックマネ

ジメント計画の概要版を配付させていただき

ました。

本計画に基づき、下水道終末処理場の電気

設備、汚泥貯留槽の防食塗装、マンホールポ

ンプ所の機械、電気設備の更新を順次行って

いくこととしておりますので、御理解賜りま

すようお願いを申し上げ、御報告といたしま

す。

以上、２点、行政報告といたします。

○議長（吉田敏男君） これで、行政報告を

終わります。

◎ 行政執行方針

○議長（吉田敏男君） 日程第７ 行政執行

方針について、町長から行政執行方針を申し

述べます。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しを頂き

ましたので、令和３年度行政執行方針を申し

上げます。

令和３年第１回足寄町議会定例会の開催に

当たり、私の町政執行に臨む基本姿勢と主要

な施策について所信を申し上げます。

町民の皆様の負託を受け、町長という重責

を担わせていただいてから間もなく２年がた

とうとしています。

今、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

は人類の生命と健康に脅威をもたらし、経済

活動の停滞、雇用情勢の悪化など、これまで

にない非常に厳しい状況が全世界で続いてい

ます。

医療・介護現場において、感染リスクと隣

り合わせの厳しい環境の中、地域医療を守る

ため、支援が必要な方へのサービスを提供す

るため、そのほか私たちの日常生活を送るた

めに欠かせない仕事を維持するために御尽力

されている方々に感謝申し上げます。

昨年２月２８日には北海道による緊急事態

宣言、４月７日には国による緊急事態宣言が

発出され、子供たちの学びの場、日常生活、

経済活動や趣味の活動をはじめ、様々な行動

が大きく制約され、これまでに経験したこと

のない困難に直面をしています。

いまだ先行きが見通せない新型コロナウイ

ルス感染症の対策についてですが、町民の皆

様の生命と健康を守り、地域経済への影響を
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最小限とすることを最優先に考え、国や北海

道など関係機関との連携を密にし、感染拡大

防止の徹底と安心・安全な新たな日常生活、

経済活動の回復に向けた取組を進めてまいり

ます。

ワクチン接種につきましては、国保病院の

ほか、町内医療機関の御協力を頂き、個別接

種を基本に町民が不安なく円滑にワクチン接

種を受けることができる体制を構築するため

の準備を進めております。

２月末現在、ワクチンの市町村への供給見

通しが不透明な状況にありますが、北海道か

らの情報によりますと、一般の医療従事者向

け優先接種のワクチンが３月上旬から、高齢

者向け優先接種のワクチンが４月５日の週か

ら順次出荷される予定とのことであります。

足寄町における対象者別のスケジュールを

含めたワクチン接種に関する確定情報等、町

民の皆様にお伝えすべき情報がそろい次第、

新聞折り込みチラシ、自治会回覧、ホーム

ページ等によりお知らせをいたします。

この１年、コロナ禍により多くのイベント

が開催中止となりましたが、本町では大きな

自然災害はなく、通常の行政サービスは各種

計画に基づきおおむね順調に執行しておりま

す。

町の基幹産業である農業の関係では、全般

的に平年作の１年となりましたが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、豆類は観光

需要が低迷し、小豆を原料とするあん製品の

需要激減により、相場が大幅に下落をしまし

た。

畜産関係では、乳価引上げと乳量増により

酪農部門は収入増となりましたが、外食や輸

出需要等の激減により、和牛を含め個体の取

引価格が落ち込みました。

このような状況により、足寄町農業協同組

合の令和２年の農業生産高は約８７億円と前

年に比べ大きく減少しています。

人口減少対策は本町における最重要課題で

あり、基幹産業の農林業をしっかり支援する

ことが地域経済の振興、過疎対策に結びつく

ものと考えており、この地で暮らすことに幸

せを感じられるまちを維持していくための施

策をまとめた、第２期足寄町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略に基づき、地方創生の取組

を進めてまいります。

地方創生、人口減少対策の大きな柱である

子育て応援出産祝い金贈呈、保育料完全無償

化、学校給食費無償化、足寄高校存続に関す

る支援等の子育てと教育の支援は、その時々

の状況に応じた見直しを行い、「安心して子

育てできる町、足寄町」を、引き続き町外に

アピールできるまちづくりを進めてまいりま

す。

あわせて、産業の振興と雇用の場を創出す

るための取組、時代の変化に合った福祉施策

を進め、一人暮らしのお年寄りや障害者が安

心して住み続けられる環境を充実してまいり

ます。

国・地方とも厳しい財政状況が続いており

ますが、「人にやさしいあしょろ！町民に寄

り添い、人をたいせつにするまちづくり」を

常に意識して、町民目線で誠心誠意、足寄町

の発展に取り組みます。

本町のまちづくりを進めていく上で指針と

なる足寄町第６次総合計画は、平成２７年度

から１０年間の計画であり、この計画を時代

の変化に即した見直しを行い、着実に実施す

ることが私の責務と考えており、コロナ危機

を脱却し、町民の誰もがこの足寄町に住んで

よかったと思っていただける、安全で安心な

まちの実現に向け、新年度予算編成に臨みま

した。

令和３年度予算編成の重点方針を、１点目

に安全・安心な住みよいまちづくりの推進、

２点目に産業振興の推進、３点目に学びと文

化のまちづくりの推進、４点目に総合戦略に

よる人口減少対策の推進、５点目に医療と介

護・保健・福祉連携システムの推進の５点に

定め、予算編成を行いました。

地方交付税を中心とする歳入の確保に明る

い見通しがない中、歳出にあっては新設施設

の維持管理費、委託料や公債費の増等、経常
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経費が年々増加しており、住民生活に直結す

る予算の確保を優先し、投資効果が薄いも

の、緊急性が低いもの、まだ更新しなくても

よいもの等は実施方法の再検討や次年度以降

に繰延べを行っています。

新型コロナウイルス感染症は私たちの生活

を一変させる出来事となった一方、人と人と

の直接の接触がなくとも社会活動が可能とな

る新しい生活様式の導入につながりました。

中でも、ＩＣＴ技術の浸透が私たちの生活を

様々な面でよりよい方向に変化させる、デジ

タルトランスフォーメーション（ＤＸ）の考

え方に基づく行政運営や働き方改革などは、

私たちの生活に便利で欠かすことのできない

取組になるものと考えられています。

政府は自治体を含む日本全体のＩＣＴ化を

加速するために、本年９月にデジタル庁の発

足を予定しており、今後も国の動向を注視

し、社会構造の変化に乗り遅れることなく行

政のデジタル化に取り組み、町民の皆様の利

便性の向上と行政の効率化を進めてまいりま

す。

また、本年３月１日に町公式ホームページ

の全面リニューアルを行いました。アクセス

数の多いスマートフォンやタブレット端末か

らの閲覧を考慮し、探しやすく見やすく分か

りやすい、誰が見ても優しく必要な情報を提

供できるホームページとなるよう、デザイン

や構成を改善しましたので、今後は情報の鮮

度を保ち内容の充実を図ってまいります。

令和２年９月定例会で議決を頂いた高度無

線環境整備推進事業、町内全域の光ケーブル

敷設事業につきましては、４００回線以上の

加入数確保が必要でしたが、これまでに対象

区域から５０５回線の申込みがあり、令和４

年春のサービス提供に向け、ＮＴＴ東日本に

より詳細設計が進められており、本年４月以

降に光ケーブル敷設等の工事が始まります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

り、テレワークやオンライン会議、学校での

リモート授業が普及し、人材不足による林業

や建設現場でのＩＴ化の需要も高まり、様々

な分野・地域で高速通信網の整備が必要とさ

れています。

光ケーブルが町内全域に整備されること

で、安心安全な暮らしを求めて過密な都会を

離れ、オンラインで仕事ができる田舎暮らし

を希望する移住者の受入れや、避難所となる

集会施設のＷｉ－Ｆｉ環境構築、携帯電話基

地局の整備も進み、今後普及が見込まれる５

Ｇを活用したスマート農業や遠隔医療等、

様々なことに活用されることを期待していま

す。

次に、令和３年度各会計の予算等につきま

して、項目ごとにその概要を御説明いたしま

す。

まず、住環境の改善、定住促進と地域経済

の活性化の取組として、町内建設業者施工に

よる住宅・店舗等の新築及び増改築工事、賃

貸住宅整備、空き家解体等を対象とした、住

環境・店舗等整備補助事業を引き続き行うこ

ととしております。

また、平成２３年度から実施しているまち

づくり活動支援補助金につきましても、住民

参加によるまちづくりや住民の主体性が発揮

できるまちづくり活動を支援する予算を計上

しております。

ふるさと足寄応援寄附推進事業につきまし

ては、寄附申込み窓口であるインターネット

ポータルサイトを２つ増やして３サイトにし

た結果、令和２年度収入は昨年度比３,００

０万円程度上回る見込みであります。

また、町内事業者の返礼品開発を支援する

補助制度を創設するほか、インターネット

ポータルサイト数をさらに一つ増やし、寄附

金増につなげてまいります。

地方創生推進事業では、十勝１８町村と東

京都台東区・墨田区の関係人口の創出拡大、

両地域の新たな関係づくりを目指すため、引

き続き十勝地域東京都台東区・墨田区連携事

業に係る負担金を計上したほか、新たに新婚

世帯を対象とする結婚新生活支援事業に取り

組み、新居の住居費や引っ越し費用など、新

生活のスタートに伴う経済的負担を軽減し、
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新生活を支援してまいります。

また、住宅施策の取組として、移住希望者

の募集や相談業務を行うとともに、北海道が

運営するマッチングサイト支援の対象となる

求人により、東京２３区から足寄町に就職・

就業した移住者等を支援するための予算を計

上いたしました。

次に、公共施設等の管理につきましては、

施設の長寿命化対策として上足寄集落セン

ター及び上螺湾集会所の屋根、外壁塗装を行

うほか、公営住宅では下愛冠団地の便器更新

や下水道接続工事を行うなど、計画的な改修

を進めてまいります。

交通安全の推進につきましては、昨年６月

に喜登牛でのオートバイによる鹿との衝突死

亡事故、１０月には郊南１丁目の国道におい

て高齢者の交通死亡事故により、２名の方が

貴い命を落とされました。

改めてこうした不幸な事故が起きないよ

う、老人クラブを対象とした交通安全教室の

開催、通学時の小中学生の安全を確保する街

頭指導、交通安全キャンペーンなど、関係機

関、関係団体と連携して、一層の交通安全思

想の普及啓発、交通死亡事故撲滅に向けた取

組を進めてまいります。

また、夜光反射材の住民配布や死亡事故が

発生した郊南地区に注意喚起看板を設置し、

季節ごとに交通安全の重点目標を定め、様々

な活動を行ってまいります。

次に、住民活動の推進でありますが、自治

会は地域に暮らす町民の皆様が、自分の住む

地域で安心して暮らせるよう、防災・防犯・

地域福祉・環境衛生など様々な取組を通し

て、住みよい地域づくりを担う中心的な組織

であります。昨年２月以降、自治会の定期総

会や様々な自治会の行事が中止となり、自治

会活動が大幅に縮小されている状況にありま

す。こうした状況下においても地域における

人と人とのつながりを維持していけるよう、

地域の皆様と知恵を出し合い、花いっぱい運

動や環境美化、自主防災組織などの地域の安

全・安心のための単位自治会や自治会連合会

の取組に引き続き支援を行います。

次に、新エネルギー利用の推進では、資源

とエネルギーの環境による地域経済の振興を

図るため、平成１６年度より住宅用太陽光発

電システムの導入支援を行ってきましたが、

国の固定価格買取制度（ＦＩＴ）にて一定の

支援が行われていることから、太陽光発電に

係る支援を令和２年度で終了することといた

しました。なお、ペレットストーブ導入支援

は、令和２年度から補助上限額を２０万円か

ら３０万円に引き上げ、再生可能エネルギー

の推進を図ってまいります。

次に、福祉施策の推進について申し上げま

す。

障がい児・者施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため、障がい者福祉計画・障がい福

祉計画・障がい児福祉計画の見直しを行い、

本定例会に提案しておりますが、令和３年度

は障害者地域生活支援拠点施設を新築し、障

がい児・者の居住支援と障がい児・者の生活

を地域全体で支える体制の整備を進めます。

子育て支援の充実につきましては、子育て

安心基金を財源に、引き続き出産祝い金の支

給をはじめ、認定こども園、僻地保育所、家

庭的保育、そして学童保育所の保育料完全無

償化を継続してまいります。

また、今年度から出産後１年以内の母子に

対する産後ケア事業が市町村の努力義務とな

り、本町においても訪問型及びデイサービス

利用型の事業を行い、母子とその御家族が健

やかに生活できるよう支援を行います。

子育て応援出産祝い金にあっては、平成２

９年度は３３人、平成３０年度は５０人、令

和元年度は３５人の出生にお祝いをいたしま

した。令和２年度は３１人を見込んでおり、

出生者数は減少していますが、人口減少対策

に一定の効果があるものと考えております。

高齢者福祉施策では、福祉課総合支援相談

室を中心に医療機関や介護サービス事業所等

との情報共有を一層進め、特に医療保険や介

護保険の制度改正、介護保険サービスを取り

巻く時代の変化に対応した特別養護老人ホー
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ムの建て替え等も含めた新たな医療と介護・

保健・福祉の連携システムの構築に向けた取

組を進めてまいります。

また、町内の介護療養型老人保健施設に経

営安定資金を助成するほか、社会福祉法人あ

しょろ敬愛会が運営するケアハウス銀河の里

あしょろに対しても経営安定資金を助成し、

介護サービス等の円滑な提供を支援します。

また、介護人材の確保・育成事業といたし

まして、修学資金貸付金、就業支援等補助

金、介護福祉士資格取得等補助金等の制度を

継続し、介護事業の円滑な運営を支援してま

いります。

次に、町民の命と健康を守る取組ですが、

予防検診経費といたしまして、ＰＥＴがん検

診やＰＥＴ乳がん、脳ドック検診、ヘリカル

ＣＴ肺がん検診等の受診に引き続き支援を行

います。

感染症対策では、令和元年度から開始した

風疹予防接種事業の最終年度として、風疹の

抗体保有率が低い昭和３７年４月２日から昭

和４１年４月１日生まれの男性に対してクー

ポン券を送付し、抗体検査と予防接種費用の

公費負担を実施いたします。

また、新型コロナウイルス感染症対策とし

て、任意で受けるＰＣＲ検査等の費用の一部

助成や、福祉・医療施設に対し、感染予防対

策支援交付金を交付します。

次に、僻地患者輸送車整備事業につきまし

ては、老朽化が著しく故障が頻発している車

両の更新を図り、安心安全な運行を確保いた

します。

また、ごみ処理につきましては、平成３１

年４月から新たな分別・収集体制に移行し、

帯広市にあるくりりんセンターにごみの搬入

を行っていますが、これまで大きな問題もな

く順調に推移しております。

今後、生ごみの水分除去の徹底、コンポス

トや生ごみ処理器購入に対する助成、自治会

等による資源集団回収をはじめとしたリサイ

クル活動の普及を図り、足寄町から排出され

るごみの減量化に努めてまいります。

次に、農林業施策の推進について申し上げ

ます。

この３月で稼働後２年を迎える芽登地区の

ＪＡあしょろバイオマスセンターでは、北海

道電力に売電をしていますが、家畜排せつ物

の受入量を当初計画では１,０００頭分と見

込んでいましたが、現在は約８００頭分の受

入れをしており、発電能力を上げるために足

寄町農業協同組合の他部門で発生する残渣物

を投入した結果、令和元年の発電量が当初計

画に比べ約６０％でありましたが、現在は約

８０％の発電量に改善されております。さら

なる収入増のために、家畜排せつ物の受入量

を確保するとともに、消化液や再生敷料の有

効活用に向けた取組を進める予定とお聞きし

ております。

このバイオガスプラントの安定稼働が足寄

町における今後の大規模酪農経営、地域循環

型農業推進の試金石と位置づけており、足寄

町農業協同組合による健全なプラント運営が

維持できるよう、行政としてどのような支援

が可能か引き続き検討を進めてまいります。

また、新町の温泉イチゴハウスにあって

は、令和元年度に環境省の補助制度を活用し

て、ケアハウス銀河の里あしょろの余剰温泉

水をイチゴハウス増棟分の暖房用熱源として

供給するための管路工事と、温泉水に含まれ

ているメタンガスを抽出して発電するための

設備工事を行いました。温泉の自噴量が安定

せず、発電施設に供給される温泉水の供給量

が不十分なことから、令和２年度より北海道

立総合研究機構エネルギー・環境・地質研究

所に御協力を頂き、原因究明とその対策、年

間を通したエネルギーの供給量調査、経済面

からの検証等を進めており、令和３年度は温

泉くみ上げに最適な揚湯量等を調査する揚湯

試験を行うために、配電設備工事費等の予算

を計上しています。

農業振興対策といたしましては、足寄町農

業協同組合が平成３１年度から令和５年度ま

でを計画期間として策定した地域振興計画に

基づき、生産者と一丸となって足寄型農業の
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確立に向けた取組を進めていることから、基

幹産業の持続的発展を支えるため、引き続き

支援を行ってまいります。

個別の取組として１点目は、平成３０年度

着工の道営農業競争力強化基盤整備事業畑地

帯総合整備（担い手育成型）足寄地区におい

て、畑地帯の基盤整備及び湿害対策として令

和３年度は区画整理、暗渠排水工事等を進

め、生産性・所得の向上を図ってまいりま

す。

また、道営水利施設等保全高度化事業の営

農用水整備事業として、中足寄地区及び西足

寄地区において、令和元年から浄水場と配水

管路の整備を進めており、地域の水利施設の

安定と経営安定を図ってまいります。

２点目は、農業担い手確保と育成対策であ

ります。これまで２０戸が新規に就農し、現

在は新規就農志向者として４組が準備を進め

ており、国の農業次世代人材投資資金事業と

協調して、就農支援を行ってまいります。

３点目は、国の多面的機能支払交付金、中

山間地域等直接支払交付金、環境保全型農業

直接支払交付金の各制度を活用して、足寄町

農業再生協議会を中心に関係機関と連携し、

将来にわたって農業と集落を維持するための

取組に対し積極的に支援してまいります。

４点目は、畜産経営の安定と向上を図るた

めに規模拡大等を行う意欲ある畜産農業者に

対する無利子の畜産振興資金貸付を継続して

まいります。

５点目は、６次産業化と農業人材育成事業

の取組として、チーズやイチゴ等を原料とし

た新たな特産品の開発やＰＲ活動、施設園芸

作物及び野菜栽培に係る人材育成を進めるた

めに、引き続き地域おこし協力隊に係る予算

を計上しております。

次に、林業振興について申し上げます。

将来にわたって森林の恵みを享受できるま

ちづくりを進めるため、引き続き木質資源の

循環と森林の公益的機能を維持するための管

理運営を行ってまいります。

森林環境譲与税を財源に、森林整備の推

進、人材育成と担い手確保、森林行政の体制

強化を柱に、適正な森林施業と森林保全、民

有林振興につながる取組を関係機関と連携

し、計画的かつ効果的に進めることとしてい

ます。

次に、商工観光振興対策について申し上げ

ます。

まず１点目、新型コロナウイルス感染症の

影響により、商工業者は感染予防対策や大幅

な売上げの減少など、これまでにない厳しい

状況が続いております。令和２年度には商工

業者への支援策として、事業継続支援金の支

給を３回、足寄町商工会による２回のプレミ

アム商品券発行事業、販売促進のためのクー

ポン券発行事業、足寄町スタンプ会の銀河

カード普及に係る支援など、感染症対策等を

行う小規模事業者に支援を行ってきました。

また、実質無利子・無担保の新型コロナウ

イルス感染症対策の融資制度を事業者にス

ムーズに利用していただけるよう、町内金融

機関と連携して支援を行っています。引き続

き、商工会や金融機関等と緊密に連携して適

切な時期に適切な支援を行うよう努めてまい

ります。

また、足寄町商工会では、小規模事業者の

持続的な発展を支援する経営発達支援計画に

基づき取組を推進しており、国の持続化補助

金の対象とならなかったものの経営持続に必

要と認められる経費に対し、引き続き商工会

を通じて支援を行ってまいります。

２点目として、令和２年度は各種イベント

を開催できませんでしたが、令和３年度は第

１回足寄ふるさとラワンブキまつりと第４１

回足寄ふるさと盆踊り・両国花火大会の開催

の可否と開催方法について、感染状況や感染

リスクをはじめとした様々な状況を考慮し、

実行委員会と協議してまいります。

３点目は、施設の老朽化により平成２９年

に閉店したオンネトー茶屋に代わる施設とし

て整備をするオンネトー休憩舎は、環境省が

進めている国立公園満喫プロジェクトの一環

の取組であり、令和２年度に基礎工事を終
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え、令和３年度は建築主体工事等に係る予算

を本定例会に提案しており、施設の備品等購

入経費につきましては本年９月以降の議会に

予算提案を予定しています。

４点目は、地場産品開発や起業等を支援す

る足寄町産業振興事業補助金を本年度も引き

続き予算措置しています。

５点目は、地域おこし協力隊による地域産

業活性化事業の取組でありますが、令和２年

に特産品開発や観光振興を行う協力隊を２名

配置しており、引き続き２名体制で観光及び

産業の活性化を図ってまいります。

次に、土木関係の事業について申し上げま

す。

地籍事業につきましては、計画に沿って平

成３０年度着手２地区、令和元年度着手１地

区及び令和２年度着手１地区について事業を

進めてまいります。

また、大誉地の一部１０.５８平方キロ

メートルについては、令和３年度に新規地区

として着手し、土地の位置づけの明確化を進

めてまいります。

次に、除雪機械購入事業につきましては、

平成１２年度に寄贈を受けたショベルロー

ダーの老朽化が著しいことから更新を行いま

す。

橋梁長寿命化修繕事業では、糠南大橋の調

査設計、喜登牛第１号橋の修繕等を行い、橋

梁長寿命化点検業務として共栄橋ほか６３橋

の点検を行います。

また、道路ストック修繕事業として、共励

線の舗装改修及び足寄白糠線の調査設計を行

い、生活道路等の整備改善を図ります。

また、町道整備工事や傷んだ舗装の補修工

事、街路灯のＬＥＤ化等を総合計画に沿って

進めてまいります。

公園事業につきましては、里見が丘公園再

整備事業として野球場とサッカー場の部分改

修、園内大駐車場の舗装更新を行い、そのほ

かの公園につきましても、長寿命化を図るた

め計画的に遊具や設備の修繕を進めます。

次に、消防体制の推進についてであります

が、常備消防管理経費ではとかち広域消防事

務組合負担金等を、非常備消防管理経費では

主に消防団に要する経費を計上しています。

とかち広域消防事務組合の事業では、高機

能消防指令システム及び消防救急デジタル無

線機器が令和４年度に部分更新を迎えること

から、分析評価業務を行い更新事業の効率化

を図ります。

また、音声による１１９番通報が困難な聴

覚・言語機能障害者の円滑な通報を可能にす

るＮｅｔ１１９緊急通報システムを導入し、

通信指令体制の強化を図ります。さらに、組

合ネットワークのシステムが令和３年４月１

日から運用開始となり、大規模災害時におけ

る情報共有と業務連携の強化、財務会計と給

与事務の一元化により事務の効率化を図りま

す。

消防水利施設整備事業では、老朽化が進ん

でいる消火栓３基の更新工事費を計上してお

ります。

消防体制につきましては、複雑多様化する

災害に対応するため、より実践に即した訓練

を行い、出動計画に基づく消防部隊の適正な

運用に努めるとともに、地域防災力の要であ

る消防団員の確保と装備の充実を図り、時代

のニーズに即した消防体制の強化に努めてま

いります。

また、火災を減らすためには一人一人の防

火意識が重要なことから、年間を通して防火

啓発を行い、町民の防火意識を高めることに

努めてまいります。

救急体制については、高齢化による救急件

数の増加と救急業務の高度化に対応するた

め、気管挿管や薬剤投与等の救急救命士を主

体とした研修を進めてまいります。また、救

命率の向上には早期の心肺蘇生が重要である

ことから、町民に対する救命講習の拡充に努

めてまいります。引き続き、町民の安全・安

心を確保するため、消防署、消防団と関係機

関が連携して、地域実情や社会情勢に対応し

た消防行政の推進に努めてまいります。

次に、防災関係について申し上げます。
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防災行政無線施設の整備が完了して以降、

全世帯への戸別受信機配備に向けた取組を進

めており、現在の配備状況は一般世帯に２,

１５９台、町内企業には７６台を配備してお

り、配備率は約７２％となりました。引き続

き災害情報等を確実に届けるために、未配備

世帯の解消に向けた取組を進めてまいりま

す。

また、頻発する異常気象や地震、火山噴

火、大規模停電等の災害に備えるために、引

き続き自主防災組織の結成に係る支援の強化

を図るとともに、防災資機材の増強等を行い

ます。

また、公衆浴場整備の関係では、議会特別

委員会報告書の内容や新しい生活様式等を踏

まえ、役場内の検討会において、設置場所や

施設規模、整備内容や財源、運営形態等につ

いて検討しております。

民間事業者による施設整備の可能性がなく

なり、自宅にお風呂がない町民、気軽に温泉

を楽しみたい町民のための浴場で、町外から

の利用者もある程度想定した小ぢんまりとし

た浴場を、町が有する泉源を活用して整備を

できないかという方向で役場内検討会ではま

とまりました。

里見が丘公園の源泉が昨年末からの一時

期、水位低下により暖房等に必要な湯量を揚

湯できなかったこともあり、教育費の総合体

育館運営費におきまして、北海道立総合研究

機構の御協力も頂き、浴場に供給できる十分

な湯量と温度が維持できるか、温泉くみ上げ

に最適な揚湯量等を調査する揚湯試験を行う

ための委託料を予算計上しております。

次に、特別会計について申し上げます。

特別会計及び企業会計では、それぞれの会

計の設置目的に沿い、できるだけ簡素で効率

的な会計運営を意識して事業執行を進めてま

いります。

簡易水道事業につきましては、引き続き施

設維持管理業務の充実と安心・安全な水道水

の安定的な供給を図ってまいります。

公共下水道事業につきましては、下愛冠１

丁目及び４丁目の一部、並びに南６条７丁目

に汚水管整備工事を実施し、未普及地区の解

消を図るとともに、汚水管の高圧洗浄やカメ

ラ調査を行い、適正な維持管理を行ってまい

ります。

また、公営企業法適用化につきましては、

令和６年度の移行を目標に、引き続き準備を

進めてまいります。

また、下水道終末処理場につきましては、

長寿命化のための計画的な改築を進めるため

に、ストックマネジメント計画に基づき電

気・機械の一部の更新に係る詳細設計を行い

ます。

次に、介護保険特別会計では、本年２月の

第２回臨時会におきまして議決を頂きました

第８期介護保険事業計画の内容に基づき、必

要な予算措置を行っております。

次に、介護サービス事業特別会計でありま

すが、特別養護老人ホームの運営に当たって

は、利用者の立場に立った質の高いサービス

の提供に努め、家庭的な雰囲気の中でその人

らしい暮らしを保つことができるよう、利用

者の健康保持、安全・安心な生活を送ること

ができる施設づくりを今後も進めてまいりま

す。

また、現施設は老朽化が進んでいることか

ら、足寄町における新たな医療と介護・保

健・福祉の連携を進める上でも、特別養護老

人ホームをどのような規模、構成で建て替え

すべきか、地域包括ケア等に係る国の動向等

を踏まえ国保病院、さらに介護療養型老人保

健施設あづまの里とも密接な連携を図り検討

を進めてまいります。

次に、企業会計について申し上げます。

上水道事業につきましては、安心・安全な

水道水の安定的な供給を図るため、老朽管路

の更新と道路改良事業に伴う配水管敷設替事

業を進めてまいります。

次に、国民健康保険病院事業会計について

でありますが、国保病院は町民の皆様がいつ

でも安心して必要な医療を受けられるよう、

３名の常勤医師と１４名の非常勤医師により
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９科を標榜し診療を行っております。また、

大学病院と管内外の医療機関から御支援を頂

きながら救急告示医療機関として２４時間３

６５日の救急患者受入体制を整えているとこ

ろであります。引き続き、安定的な診療体制

の確保に向けて、懸案事項となっております

常勤医師の招聘に向けた取組や医療従事者の

確保に努めるとともに、医療機器の計画的な

更新、施設の維持・補修等、診療体制の強化

と医療環境の整備を進めてまいります。

コロナ禍の影響もあって、入院、外来とも

患者数が減少し、一段と厳しい経営環境が続

いており、先行きが不透明な状況にあります

が、町民の健康と生命を守る地域における基

幹病院としての役割を担うとともに、住民の

皆様に安心と信頼を持って受診していただけ

る病院を目指し、医療サービスと費用対効果

の両面を十分に考慮しながら、経営収支の改

善に取り組んでまいります。

以上、項目ごとの概要説明を申し上げまし

たが、今回の予算編成に当たっては、財政の

健全化を念頭に置き、緊急性や必要性、経費

の節減等を十分に考慮し、財源につきまして

は町税、地方交付税等においては不透明な部

分が多いものの過大にならないように算定

し、限られた財源の効率的配分や国の補助制

度等を可能な限り活用した予算編成を行いま

した。

申し上げました内容を主として令和３年度

の予算を編成いたしました結果、各会計の予

算案規模は、一般会計が９２億７,１８２万

４,０００円、前年度当初比２.２％増。特別

会計の計が２８億９,２１１万２,０００円、

前年度当初比１.８％減。企業会計の計が１

６億３,４３１万５,０００円、前年度当初比

１％減。合計が１３７億９,８２５万１,００

０円、前年度当初比１％増となりました。

一般会計の歳入では、前年度当初比で、町

税は４.３％増の９億４,１７１万９,０００

円を、地方交付税は１.４％増の４３億２,３

２９万３,０００円を、基金繰入金は財政調

整基金や公共施設建設等基金など７基金から

０.８％増の８億６３万５,０００円を、町債

においては辺地対策事業債や過疎対策事業債

等１.３％減の７億５,２６８万１,０００円

を見込んでおります。

なお、当初予算では新型コロナウイルス感

染症対策経費として、学童保育所や子どもセ

ンター、小中学校の感染予防経費、福祉・医

療施設の感染予防対策支援金、ワクチン接種

関連経費等、合わせて約５,６７０万円を計

上しております。

また、ワクチン接種等に係る追加経費、売

上げの減少が続く商工業者の事業継続を支援

するための経費、プレミアム商品券発行に係

る経費等につきましては、当初予算編成に間

に合わなかったことから、令和３年度一般会

計の第１号補正予算として、本定例会の開会

中に追加提案をさせていただく予定をしてお

ります。

第３次の新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金の本町限度額は、１億２,

４６５万８,０００円となっており、感染拡

大防止と地域経済や住民生活の支援を通じた

地方創生を図るため、関係団体等との情報交

換を行った後に実施計画を取りまとめ、６月

定例会でも事業執行に必要な予算を提案させ

ていただく予定をしておりますが、迅速な対

応が必要となり議会の議決を頂く時間的余裕

がない場合には、専決処分により対応させて

いただきたいと考えておりますので、御理解

賜りますようお願いを申し上げます。

以上、令和３年度の一般会計、特別会計及

び企業会計予算案の概要説明も含め、行政執

行方針を申し上げました。

引き続き、限りある財源を効果的に活用

し、健全財政の堅持に努め、簡素で効率的な

行財政運営と働き方改革を進める一方、町民

の皆様との対話を大切にして、誰もが「住民

にやさしい役場」と感じていただけるよう、

議会との連携の下、協働のまちづくりを進め

てまいる所存でありますので、町議会議員並

びに町民の皆様の一層の御支援と御協力をお

願い申し上げ、行政執行方針とさせていただ
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きます。

○議長（吉田敏男君） ここで、暫時休憩を

いたします。

１５分間、１１時２０分からスタートとい

たします。

午前１１時０４分 休憩

午前１１時２０分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

次に、教育委員会から教育行政執行方針を

申し述べます。

教育長 藤代和昭君。

○教育委員会教育長（藤代和昭君） 議長の

お許しがありましたので、令和３年第１回足

寄町議会定例会の開催に当たり、足寄町教育

委員会の所管行政の執行に関する方針につい

て申し上げます。

最初に基本姿勢についてです。

学校教育では、変化の激しい社会をしなや

かに対応していくために、一人一人が自ら考

え、判断し、行動できる自立した個人とし

て、心豊かにたくましく生き抜いていく基礎

を培うことが求められています。

一方、生涯学習では、情報及び知識基盤社

会の進展に伴う情報提供や時代の要請を踏ま

えた学習機会、ライフステージに応じた学習

内容などの充実を図り、自主的・主体的な学

習活動を通して、その成果を自己実現やまち

づくりに生かしていく持続可能な仕組みづく

りを推進していかなければなりません。

足寄町教育委員会といたしましては、こう

した状況を踏まえ、教育関連法や足寄町第６

次総合計画及び第５次足寄町生涯学習推進計

画などを基底に据え、総合教育会議の協議・

調整を尊重し、学校や家庭、地域、関係機

関・団体と連携を図りながら、地域の宝であ

る子供たちの確かな学びと町民の生きがいと

なる学び合いを推進してまいります。

以下、学校教育と生涯学習の推進について

主な施策を申し上げます。

一つ目は、学校教育の推進についてです

が、まず地域と共に歩む学校づくりに向け、

教育委員会が主体性を発揮し、校長会議・教

頭会議を通して的確な指示及び指導等の徹底

を図ってまいります。また、学校評議員会

議・学校運営協議会や参観日の開催、保護者

を含めた学校評価や地域教育資源の活用など

を通し、信頼され安心して託される学校づく

りを推進してまいります。

次に、社会に開かれた教育課程の適正実施

に努めるとともに、生涯学習推進アドバイ

ザーを活用した指導・助言や進行管理を通

し、知徳体のバランスが取れた管理・運営を

図ってまいります。

具体的な方策としまして、「確かな学力」

では、町費による特別支援教育支援員及び足

寄小学校への期限付教諭の配置による少人数

指導や習熟度別学習、長期休業中の学習機会

の提供、家庭への啓発活動などに取り組んで

まいります。

また、全国学力・学習状況調査や足寄町生

涯学習研究所の学力調査・分析を踏まえ、各

小中学校に学力向上推進プランを明示し、主

体的・対話的で深い学びの授業改善を通して

学力向上を図ってまいります。

「豊かな心」では、道徳教育を重視し、特

別の教科道徳を通して命の大切さや思いやり

の心の涵養、教育相談の充実、読書活動の推

進、情報モラル教育の徹底等に取り組んでま

いります。特に読書につきましては、想像力

や共感性の豊かな感性を育む学校図書の充実

に向け、引き続き図書の計画的な整備や町図

書館との連携に取り組んでまいります。

また、いじめは誰にでも起こり得る、犯罪

である、命や人権に関わる問題であるとの共

通理解に立ち、足寄町いじめ防止基本方針に

基づいた未然防止や早期発見及び迅速対応、

学校・保護者・関係機関との速やかな連携な

どに努めるとともに、重大事案につきまして

は総合教育会議で協議・調整してまいりま

す。

「健やかな体」では、全国体力・運動能力

運動習慣等調査や新体力テストの実施結果を

踏まえ、教科体育の充実や体力づくり運動の
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日常実践化に努め、体力向上や運動の習慣化

を推進してまいります。

さらに、今日的な教育課題につきまして

は、食育では栄養教諭の効果的な活用を図

り、食に関する指導を推進するとともに、学

校給食の衛生・安全管理の充実に努めてまい

ります。また、魅力ある献立を通し、地場産

食材の積極的な活用によるふるさと給食やリ

クエスト給食を継続し、安全・安心な給食の

提供に努めてまいります。

国際理解教育では、国際交流員を活用した

小学校の英語教科や外国語活動及び中学校の

英語教科などの支援を図り、英語力の向上や

異文化理解など国際理解教育の推進に努めて

まいります。

キャリア教育では、関係機関・団体等との

協力・調整を図り、職場訪問体験学習などを

通し、望ましい職業観や勤労観を培ってまい

ります。

防災・交通安全教育では、いつでもどこで

も起こり得ることを想定し、各教科の関連学

習内容や実施訓練を通して災害への適切な迅

速対応に努めるとともに、地域実態に応じた

危機管理対応マニュアルの点検・見直しを

図ってまいります。

ＩＣＴ教育では、国のＧＩＧＡスクール構

想による児童生徒１人１台タブレット端末を

整備して、一人一人に合った学びやオンライ

ン授業等に活用し、情報活用や課題解決など

の能力育成に努めてまいります。

特別支援教育では、社会的自立や合理的配

慮を踏まえた個別指導計画や教育支援計画に

基づいた教育活動の展開や学習支援員の継続

配置、あしょろ子どもセンターとの連携など

支援体制の充実に努めてまいります。

複式教育では、少人数のよさを生かしたき

め細かな指導計画による個に応じた指導や学

習効果を高める集合学習及び町内的な交流学

習を支援し、地域環境の特性を生かした複式

教育の充実に努めてまいります。

足寄高等学校の存続、２間口確保に向けた

取組につきましては、足寄高等学校振興会等

関係団体と協議・連携し、通学費補助や海外

研修派遣事業、足寄町学習塾、多目的交流施

設などに引き続き支援を継続してまいりま

す。

学校給食につきましては、子育てや人口減

少の対策として引き続き小・中・高の児童及

び生徒に無償提供をしてまいります。

教育環境につきましては、校舎の老朽化に

伴う施設・設備の改修や教職員住宅の改築等

を計画的に進めてまいります。

また、喫緊の課題である教職員の働き方改

革につきましては、足寄町アクションプラン

を策定し、超過勤務の上限や学校閉庁日、部

活動休養日等を定め、教職員の負担軽減を

図ってまいります。

二つ目は、生涯学習の推進についてです。

「笑顔がつながる学びあいのまち」を基本

理念とした第５次足寄町生涯学習推進計画を

踏まえ、生涯学習社会の実現に向けた社会教

育の充実を図り、地域教材などを組み入れた

多様な学習活動や教育委員会ホームページを

活用した情報発信及び町民ニーズの把握に努

め、町民の生きがいときずなづくりを図って

まいります。

家庭教育につきましては、子供が最初に接

する社会が家庭であることから、家庭教育学

級や子育て支援・学習と交流の会すくすくの

充実をさらに図ってまいります。また、あ

しょろ子どもセンターなどの子育てに携わる

関係機関との連携による家庭教育、子育て支

援の充実に努めてまいります。

青少年教育につきましては、人間形成の基

盤が培われる時期に様々な体験活動を通し、

自立と共生に富んだ豊かな人材を育成するこ

とが望まれており、地域の自然・文化・歴史

などの地域素材を生かした体験学習活動「す

すめ！あしょろ☆冒険王」の実施をはじめ、

各種ボランティア活動やスポーツ活動、文

化・芸術活動などの支援と育成に努めてまい

ります。また、長期休業中の居場所づくりと

しましてチャレンジクラブを夏季間と冬季間

にわたって実施し、学ぶ意欲や習慣化を図っ
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てまいります。さらに地域の教育機関である

北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル足

寄や九州大学北海道演習林との連携を図って

まいります。

成人教育につきましては、今後のまちづく

りにとって欠くことのできない重要な視点で

あり、情報提供やリーダー養成を図る学習機

会の充実に努めてまいります。

また、ふるさと足寄１００年塾生きがいス

クールや学遊校の活動として、多様な講座や

ボランティア活動への積極的な参加など、高

齢者の生きがいにつながる豊かな学び合いを

支援してまいります。さらに、女性ならでは

の経験と感性によって活躍する社会が求めら

れており、女性の仲間づくりやまちづくりを

推進するための学習機会や情報提供に努めて

まいります。

国際交流につきましては、姉妹都市のウェ

タスキウィン市から招聘している国際交流員

を活用し、保育園児の英語遊び活動ペピー

キッズや一般町民を対象とした英会話教室な

どを実施してまいります。

生涯学習の施設につきましては、町民セン

ターと生涯学習館をまちづくり及びひとづく

りに向けた学習拠点として位置づけ、学びや

すく親しみやすい施設環境の充実を図ってま

いります。とりわけ、図書館につきまして

は、図書の計画的購入や魅力ある事業及び情

報発信を図り、町民が気軽に利用できる機能

や利便性などの向上とともに、読書普及活動

を推進してまいります。また、乳幼児・児童

への読み聞かせや、乳幼児の絵本との出会い

と親子の触れ合いなどを支援するブックス

タート事業を継続して取り組んでまいりま

す。さらに、子どもの読書活動推進計画に基

づき、子供がより読書に興味を持ち親しむこ

とができるよう、小中学校への移動図書や巡

回配本、図書館司書の学校訪問相談や中学生

図書館サポーター事業などを通し、子供の読

書活動を推進してまいります。

文化・芸術活動の推進につきましては、各

種文化団体等が行う自主的な活動を通して優

れた文化・芸術に触れる機会を提供し、地域

文化の伝承や創作活動等を支援してまいりま

す。

文化財につきましては、郷土資料館におい

て町の歴史や発展の資料を数多く保存してい

ることから、郷土の歴史や文化継承が町民や

学校教育、社会教育にも有効活用できるよう

資料の整理や展示の工夫、情報提供などに努

めてまいります。

足寄動物化石博物館につきましては、企

画・運営の工夫や発掘体験活動などにより入

館者の充実に努めており、本町の象徴的な学

術施設としてさらに価値を高めるための連携

を図ってまいります。

体育・スポーツの振興につきましては、町

民皆スポーツを目指し、「いつでも・どこで

も・だれでも」スポーツに参加できる機会の

拡充や各種スポーツ施設の安全点検並びに計

画的整備を図ってまいります。

また、各関係機関・団体と連携し、指導者

の育成や指導体制の充実を図ってまいりま

す。さらに、各種スポーツ大会や出前教室、

学校開放事業、総合型地域スポーツクラブの

育成などを通し、スポーツの振興と普及に努

めてまいります。

以上、令和３年度の教育行政の執行に関す

る主要な方針について申し上げました。

町議会議員並びに町民の皆様の御理解と御

協力をよろしくお願い申し上げます。

○議長（吉田敏男君） 次に、農業委員会か

ら活動方針を申し述べます。

農業委員会会長 齋藤陽敬君。

○農業委員会会長（齋藤陽敬君） 議長のお

許しを得ましたので、令和３年第１回足寄町

議会定例会の開催に当たり、足寄町農業委員

会活動方針を申し上げます。

昨年の本町農業については、春先の干ば

つ、曇天、また夏期間の極端な高温の影響は

ありましたが、畑作物全体としては平年作を

確保できた１年となりました。

農産関係の小麦は、播種後の温暖な気候に

より分けつが進みましたが、冬季の降雪が少
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ないことから一部凍害の被害を受けました。

６月の開花期には気候にも恵まれましたが、

それ以降の実の太りに必要な日照不足をした

ことから細麦傾向となり、地域によっては収

量の格差が大きい作柄となりました。

豆類は、８月の上旬の高温の影響を受けて

さや数が減少し、早熟傾向から小粒が目立

ち、平均反収は平年作となりました。価格面

においては、新型コロナウイルス感染症の影

響で観光需要が低迷し、小豆を原料とするあ

ん製品の消費が激減したことから、取引価格

の相場が値崩れの推移となっております。

そのほか、秋作物に関しても、全体的には

平年作を確保することができましたが、圃場

による格差が大きいことから、基盤整備及び

土づくりの重要性を痛感しております。

畜産関係は、酪農については前年の乳量を

超えることができましたが、個体販売の価格

は新型コロナウイルス感染症の影響から、和

牛を含めて下落傾向にあり、安定した更新牛

の確保が危惧されるところであります。

新型コロナウイルス感染症については、現

在も終息の気配が見えないことから、今後に

おいてもさらなる農業への影響を危惧してお

ります。

このような状況下ではありますが、本年こ

そは豊かな実りの秋を期待するところであり

ます。

農業委員会業務における活動方針につい

て、次のとおり申し上げます。

１点目に、農地等の利用最適化について申

し上げます。

農業委員会の主たる業務は、農地等利用の

最適化でありますが、この業務を具体的に言

うと、担い手への農地利用の集積・集約化、

耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入者の

促進であります。

担い手への農地利用の集積・集約化につい

ては、担い手の農業経営の規模拡大を図り、

農地利用集積計画により農地の集積・集約化

を推進します。また、農地中間管理機構であ

る公益財団法人北海道農業公社が実施する農

地売買等事業を活用してまいります。

耕作放棄地の発生防止・解消については、

担い手の高齢化・後継者不足による農地利用

の減少や、昨今の農業機械の大型化に伴う耕

作不適地の遊休化が危惧されておりますが、

現在も継続して取り組んでおります農地パト

ロール等で農地利用の実態を調査し、耕作放

棄地の発生防止及び解消に向けて取り組んで

まいります。もちろん農地としての活用を第

一としますが、耕作不適地は農地以外の利活

用も視野に入れて、関係機関等と協議してま

いります。

新規参入促進については、認定農業者・認

定新規就農者等、意欲ある担い手に対して、

農地の利用調整が図られるよう対応します。

また、農地所有適格法人及び参入法人に対し

て、農地利用における地域農業者との調整、

指導を図ってまいります。

農地等の利用最適化の全体を通して、農業

委員会は農地の保有及び利用等の情報提供を

目的として、人・農地プラン等地域における

農業者による協議の場へ参加します。

２点目に、法令所掌事務の実施について申

し上げます。

農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中

間管理事業の推進に関する法律、その他法令

に基づく農地行政の事務を適切に実施しま

す。

農地の現地調査、利用調整会議を開催し

て、毎月の総会及び全員協議会において、農

地の権利移動・転用等に関する事案について

を審議いたします。

３点目に、農業者年金への加入推進と家族

経営協定の啓発についてを申し上げます。

農業者年金は、国民年金と合わせて老後の

生活を豊かにするために、年金相談会等を開

催して農業者年金への加入推進をしてまいり

ます。また、家族経営協定の啓発について

も、農業経営において一番必要とするパート

ナーや後継者に対して図ってまいります。

４点目に、農業後継者パートナー対策事業

について申し上げます。
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平成２１年より農業後継者パートナー対策

委員会を設置し、対策委員会の組織の一員と

して婚活ツアー等の事業を実施しておりま

す。昨年は残念ながら新型コロナウイルス感

染症の影響から、計画した婚活イベントはほ

ぼ中止される事態となりました。本年につい

ても予断を許さない状況ではありますが、委

員会としては三町コラボ婚活イベントイン釧

路を主体として、帯広市で６回開催されるガ

チコン、スイーツパーティー、札幌市で開催

される北海道ふれあいツアーへの参加を計画

しております。

本年も多くの方が参加したくなるような企

画を提供し、一組でも成婚できるように足寄

町農業協同組合青年部等と協力してまいりま

す。

最後に、情報発信の取組については、足寄

町ホームページ及び農業委員会だよりを通じ

て、農業委員会情報を発信し、またインター

ネットを活用して農地情報等を公表します。

本年は私たち農業委員にとって、任期３年

における最終年度となります。これまで２年

間、日頃の農業委員会活動を通じて農地行政

に取り組んできました。

これからも担い手の皆様をはじめ、足寄

町、足寄町農業協同組合及び一般社団法人北

海道農業会議等関係機関と連携し、農地等の

利用の最適化を推進してまいります。

以上、令和３年度足寄町農業委員会の活動

方針を申し上げました。町議会議員並びに町

民の皆様の御理解と御協力を心からお願い申

し上げます。

○議長（吉田敏男君） これで、行政執行方

針を終わります。

◎ 報告第３号

○議長（吉田敏男君） 日程第８ 報告第３

号予定価格１,０００万円以上の工事又は製

造の請負契約の締結についての件を議題とい

たします。

本件について、報告を求めます。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） 議案書の１ペー

ジをお開き願います。

ただいま議題となりました、報告第３号予

定価格１,０００万円以上の工事又は製造の

請負契約の締結について、提案理由の御説明

を申し上げます。

足寄町議会総合条例第１２条第１項の規定

により、次のとおり報告するものでございま

す。

令和２年１１月２０日から令和３年２月１

２日までの間で、足寄町議会総合条例第１２

条第１項第１号の規定により報告する工事又

は製造の請負は、２ページにございます別紙

のとおり２件でございます。

以上のとおり、御報告申し上げます。

○議長（吉田敏男君） ただいまの報告に対

し、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これをもって、報告を終わります。

◎ 議案第１１号

○議長（吉田敏男君） 日程第９ 議案第１

１号監査委員の選任についての件を議題とい

たします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題となり

ました、議案第１１号監査委員の選任につい

て、提案理由の御説明を申し上げます。

下記の者を足寄町監査委員に選任いたした

く、地方自治法第１９６条第１項の規定によ

り議会の同意を求めるものでございます。

提案する方につきましては、足寄郡足寄町

南２条１丁目２２番地、川村浩昭氏、昭和３

５年１月８日生まれでございます。

提案理由につきましては、令和３年３月３

１日をもって任期満了となることから、再任
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をお願いするものでございます。

川村氏の学歴、職歴等の略歴につきまして

は記載のとおりでございますので、説明は省

略をさせていただきます。

御審議賜りますようよろしくお願い申し上

げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑なしと認

めます。

これで質疑を終わります。

これから、議案第１１号監査委員の選任に

ついての件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

（「選任対象者は退席、従来求めているので

いかがなものなのですか」と呼ぶ者あり）

その件について、事務局長から説明させま

す。

○事務局長（櫻井保志君） 従来、議員さん

が関係する人事案件等につきましては、その

議員さんについては議場からの退席というこ

とで行っておりますが、選任される方が議員

さんでない場合につきましては、除斥の対象

とは特にならないということで思っておりま

す。

○議長（吉田敏男君） １２番。

○１２番（井脇昌美君） 今の局長の今の現

時点での説明はお分かりですけれども、代監

にお聞きしますけれども、過去に退席した記

憶ありませんか。過去に。今のあれが一貫し

てそういう局長の説明で今まで来たというこ

とは、過去に選任の指名を受けたとき代監さ

んとして退席した記憶はございませんかとい

うことです。

○議長（吉田敏男君） 代表監査委員。

○代表監査委員（川村浩昭君） お答えいた

します。

今までの経緯でいきますと退席でしたの

で、退席する予定ではいました。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ここで、暫時休憩を

いたします。

ちょっと調整をさせてください。

午前１１時５１分 休憩

午前１１時５１分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

監査委員の選任についての件を採決をいた

します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１１号監査委員の選任

についての件は、同意することに決定をいた

しました。

◎ 議案第１２号

○議長（吉田敏男君） 日程第１０ 議案第

１２号固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついての件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題となり

ました、議案第１２号固定資産評価審査委員

会委員の選任について、提案理由の御説明を

申し上げます。

下記の者を足寄町固定資産評価審査委員会

委員に選任いたしたく、地方税法第４２３条

第３項の規定により議会の同意を求めるもの

でございます。

提案する方につきましては、足寄郡足寄町

平和６２番地の１３、尾岸秀毅氏、昭和４０

年１月１１日生まれでございます。

提案理由につきましては、令和３年５月８

日をもって任期満了となることから、再任を

お願いするものでございます。

尾岸氏の学歴、職歴等の略歴につきまして

は記載のとおりでございますので、説明は省
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略させていただきます。

御審議賜りますようよろしくお願い申し上

げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、議案第１２号固定資産評価審査

委員会委員の選任についての件を採決をしま

す。

この採決は、起立によって行います。

本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１２号固定資産評価審

査委員会委員の選任についての件は、同意す

ることに決定をいたしました。

○議長（吉田敏男君） これで、午前中の審

議は終了したいと思います。

１時再開といたしたいと思います。

暫時休憩であります。

午前１１時５５分 休憩

午後 １時００分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 議案第１３号

○議長（吉田敏男君） 日程第１１ 議案第

１３号町道路線の認定についての件を議題と

いたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

建設課長 増田 徹君。

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題と

なりました、議案第１３号町道路線の認定に

ついて、提案理由の御説明を申し上げます。

議案書５ページをお開き願います。

道路法第８条第２項の規定により、次の路

線の認定をお願いするものでございます。

路線番号３５６号、路線名、中足寄市街１

７線通、起点位置、足寄町中足寄６１番地

先、終点位置、足寄町中足寄６３番地先でご

ざいます。

認定の理由でございますが、当該路線は中

足寄市街通と中足寄市街南１条通とを結ぶ連

絡道路として従前より維持管理を行っており

ましたが、令和２年１０月１５日付で財務省

より道路敷地として譲与を受けたことから、

新規に認定を行うものでございます。

次に、路線番号６１６号、路線名、西町４

丁目４号通、起点位置、足寄町西町４丁目３

番５９、終点位置、足寄町西町４丁目３番６

０でございます。

認定の理由でございますが、地籍調査事業

に伴い用地が確定し、当該路線と接続する西

町４丁目２号通が令和２年度に整備完了した

こともあり、町道認定することで周辺宅地の

道路網形成が図られることから、今後適正な

維持管理を行うため認定をお願いするもので

ございます

なお、６ページから７ページに新規路線位

置図を添付しておりますので、御参照願いま

す。

以上、提案理由の説明とさせていただきま

すので、御審議のほどよろしくお願いを申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。
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これで討論を終わります。

これから、議案第１３号町道路線の認定に

ついての件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１３号町道路線の認定

についての件は、原案のとおり可決されまし

た。

◎ 議案第１４号

○議長（吉田敏男君） 日程第１２ 議案第

１４号町道路線の変更についての件を議題と

いたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

建設課長 増田 徹君。

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題と

なりました、議案第１４号町道路線の変更に

ついて、提案理由の御説明を申し上げます。

議案書８ページをお開き願います。

道路法第１０条第３項の規定により、路線

番号２１６番、路線名、塩幌愛冠線外３路線

の起点または終点の変更をお願いするもので

ございます。

路線ごとの変更について御説明申し上げま

す。

路線番号２１６番、路線名、塩幌愛冠線に

つきましては、道路の一部で浸食が激しく山

腹には崩壊箇所が見られるなど荒廃が進んで

いることから、道路として機能をしている区

間まで区域の変更及び字地番の変更を行うも

のでございます。

次に、路線番号４２０番、路線名、西町８

丁目３号通につきましては、維持管理を行っ

ている道路区域の一部が町道として認定され

ていなかったため、道路区間の延伸による位

置及び字地番の変更を行うものでございま

す。

次に、路線番号４２２番、路線名、西町９

丁目６号通につきましては、維持管理を行っ

ている道路区域の一部が町道として認定され

ていなかったことによる道路区間の延伸及び

未供用区間の一部廃止による位置及び字地番

の変更を行うものでございます。

次に、路線番号４２９番、路線名、下愛冠

１丁目１号通につきましては、一般国道２４

２号足寄町愛冠視距改良工事において、取付

道路として整備された区間の追加による位置

及び字地番の変更を行うものでございます。

なお、９ページから１２ページに区域変更

路線位置図を添付しておりますので、御参照

願います。

以上、提案理由の説明とさせていただきま

すので、御審議のほどよろしくお願いを申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１４号町道路線の変更に

ついての件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１４号町道路線の変更

についての件は、原案のとおり可決されまし

た。

◎ 議案第１５号
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○議長（吉田敏男君） 日程第１３ 議案第

１５号町道路線の廃止についての件を議題と

いたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

建設課長 増田 徹君。

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題と

なりました、議案第１５号町道路線の廃止に

ついて、提案理由の御説明を申し上げます。

議案書１３ページをお開き願います。

道路法第１０条第１項の規定により、路線

番号２２２番、路線名、下塩幌線の廃止をお

願いするものでございます。

本路線は一般国道２４２号線の旧道を町道

として認定しておりましたが、長年にわたり

住民に利用されておらず、本年度調査したと

ころ、現況が原野になっている区間があるな

ど、今後においても町道として維持管理を行

う必要がないことから廃止をお願いするもの

でございます。

なお、１４ページに廃止路線位置図を添付

しておりますので、御参照願います。

以上、提案理由の説明とさせていただきま

すので、御審議のほどよろしくお願いを申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１５号町道路線の廃止に

ついての件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１５号町道路線の廃止

についての件は、原案のとおり可決されまし

た。

◎ 議案第１６号

○議長（吉田敏男君） 日程第１４ 議案第

１６号第３期足寄町障がい者福祉計画・第６

期足寄町障がい福祉計画・第２期足寄町障が

い児福祉計画（令和３年度～令和５年度）に

ついての件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

福祉課長 保多紀江君。

○福祉課長（保多紀江君） ただいま議題と

なりました、議案第１６号第３期足寄町障が

い者福祉計画・第６期足寄町障がい福祉計

画・第２期足寄町障がい児福祉計画（令和３

年度～令和５年度）についての、提案理由に

ついて御説明いたします。

１５ページをお開きください。

足寄町議会総合条例第１１条第１項の規定

により、第３期足寄町障がい者福祉計画・第

６期足寄町障がい福祉計画・第２期足寄町障

がい児福祉計画（令和３年度～令和５年度）

を別冊のとおり定めたいので、御提案するも

のでございます。

平成３０年３月に策定した障がい福祉計画

等の計画期間が令和２年度末で終了すること

から見直しを行うものです。

計画策定に当たり、障がい福祉計画等の具

現化に向けた協議や提言を行う学識経験者、

障害者団体、障害サービス事業者等の代表者

や公募住民等により構成されております、足

寄町障害者自立支援協議会におきまして、本

年度３回の協議会を開催いただき、調査、審

議、そして御意見を頂き、計画策定に御尽力

いただきましたことに改めて厚くお礼を申し

上げるところでございます。
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本年２月９日開催の自立支援協議会におい

て全員一致で了承されましたことから、本日

計画提案をさせていただくものであります。

現在、計画書の最終校正を行っており、本

日配付の計画書の一部に字句の修正等が行わ

れる可能性があることにつきまして、御了承

くださいますようよろしくお願いいたしま

す。

ボリュームのある内容でございますので、

重点項目や特に説明が必要と思われる内容等

ポイントを絞らさせていただいて御説明をさ

せていただきます。

計画書は第１章 総論、第２章 障がい者

福祉計画、第３章 障がい福祉計画・障がい

児福祉計画の３章により構成されており、足

寄町議会総合条例第１１条の規定では、障が

い福祉計画のみが議決の必要な計画と規定さ

れておりますが、障がい者福祉計画、そして

障がい児福祉計画とも密接に関連する内容で

あり、３計画をまとめた別冊全体について、

順に説明をさせていただきます。

別冊の計画書１ページをお開き願います。

最初に、第１章 総論、１、計画の基本的

な考え方、１、計画策定の趣旨であります

が、障害者基本法、障害者総合支援法、障害

者差別解消法、児童福祉法等の法律に基づ

き、足寄町では障がい者福祉計画等３計画を

一体の計画として策定し、基本理念である

「障がいがあっても安心して暮らせる地域づ

くり」の実現を目指して、障害者施策の総合

的かつ計画的な推進を図ってきました。この

たび、計画の期間が終了するに当たり、これ

までの進捗状況及び数値目標の達成状況を検

証し、第３期足寄町障がい者福祉計画等を策

定するもので、国の指針の見直し等を踏まえ

まして、相談支援体制の強化、充実や障害

サービスの質の向上等について新たな項目を

盛り込んで策定しております。

次に２ページ、２、計画の性格及び位置づ

けですが、（１）第３期足寄町障がい者福祉

計画は、町の障害者施策を総合的かつ計画的

に推進するための計画であり、法に基づく市

町村障害者計画に当たります。（２）第６期

足寄町障がい福祉計画、第２期足寄町障がい

児福祉計画は、国の基本指針に基づき令和５

年度末における成果目標やサービスの必要量

を見込み、その提供体制の確保を図るための

実施計画です。それぞれ法に基づく市町村障

害福祉計画、市町村障害児福祉計画に当たる

ものとして策定するものです。

次に、３ページを御覧ください。

３、他の計画との関係ですが、国や北海道

の計画を踏まえつつ、第６次総合計画・足寄

町地域福祉計画をはじめ、各分野との連携協

働の下、総合的に推進してまいります。

次に４ページ下段、計画の対象ですが、障

害のある人もない人も相互に人格と個性を尊

重し合い、共に支え合いながら暮らすことの

できる地域共生社会の実現を目指すものであ

るため、手帳の有無にかかわらず全ての人を

対象とします。

６、計画の推進につきましては、自立支援

協議会において進捗状況の点検評価を行うこ

ととしています。

５ページに移りまして、２、障害のある人

を取り巻く現状、２、障害のある人の現状で

すが、足寄町における身体障害者手帳の交付

者数は平成２８年度３８７人で、令和２年９

月末で４１３人と微増傾向にあり、人口推移

と同様高齢化が進んでいます。

７ページに移りまして、知的障害者の関係

では、療育手帳の交付者数は令和２年９月末

で６５人で、ほぼ横ばいの状態が続き、高齢

者の比率も高くなっています。

８ページに移りまして、精神障害者保健福

祉手帳の交付者数は令和２年９月末現在４３

人で、微増傾向にあります。

９ページに移りまして、自立支援医療精神

通院の受給者数は平成２８年度以降微増傾向

にあり、令和２年９月で１２４人となってい

ます。

次に１０ページ、発達障害者についてです

が、平成２２年の改正で障害者自立支援法の

対象として明確に規定されました。また、発
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達障害者支援法の施行から１０年が経過し、

平成２８年に法改正が行われ支援の一層の充

実が規定されました。

次に高次脳機能障害者についてですが、脳

卒中などの病気や交通事故、頭部へのけがな

どにより脳を損傷した後遺症として見られる

障害で、精神障害者保健福祉手帳や精神通院

の申請対象とされています。

次に難病患者ですが、平成２５年障害者総

合支援法の施行により障害者の定義に難病等

が加えられ、障害福祉サービス等を利用でき

るようになりました。

続きまして、１１ページ御覧ください。

第２章 障がい者福祉計画について御説明

いたします。

１、基本理念ですが、障害があっても安心

して暮らせる地域づくりを基本理念として、

障害のある人もない人も互いに地域社会の一

員として関わり合い、支え合いながら生活し

ていける地域づくりを目指します。

２、計画の目標及び体系、１、計画の目標

ににおいて３つの目標を定め、①地域生活の

支援体制の充実、②自立と社会参加の促進、

③バリアフリー社会の実現を促進していきま

す。

続きまして、２、計画の体系は１２ページ

のとおりで、それぞれの目標、施策の区分、

方向を記載しています。

続きまして１３ページ、３、施策の方向と

主要施策、１、地域生活の支援体制の充実の

生活支援につきましては、自らの決定に基づ

き身近な地域で日常生活または社会生活を営

むことのできる体制を整備し、在宅サービス

の量的、質的充実を図り、施設入所者等の地

域生活への移行を推進するとともに、障害福

祉、医療を支える人材の養成、確保に努めま

す。

１４ページ、主要施策として、①生活支援

体制の充実、②生活支援体制、地域移行支援

の充実、１５ページに移りまして、④障害福

祉サービス、地域生活支援事業の充実などに

取り組むこととしております。

次に１６ページ、保健・医療では、地域生

活への移行と定着を促進するとともに、難病

に関する施策を推進します。

主要施策として、①適切な保健・医療の提

供、②障害の原因となる疾病等の予防・治

療、１７ページに移りまして、③精神障害の

ある方や難病のある方など、障害の特性に応

じた支援の充実に取り組むこととしておりま

す。

次に１８ページ、２、自立と社会参加の促

進では、療育・教育として、心身の発達の段

階や年齢に応じた支援を地域で一環して取り

組むことができるよう体制の充実を図りま

す。

１９ページ、主要施策として、①障害のあ

る子供に対する支援の充実、②学校教育の充

実などに取り組むこととしております。

２１ページに移りまして、就労支援では、

意欲や特性に応じた就労機会の拡大と賃金水

準の向上や職場定着を促進します。

主要施策として、町民、企業、行政等が一

体となった応援体制づくり、②一般就労の促

進、２２ページに移って、多様な就労の機会

の確保などに取り組むこととしています。

次に２３ページ、社会参加では障害者が社

会参加の主体として活躍できるよう環境整備

を促進し、障害のある人と地域住民とが交流

する場の整備、意思疎通手段の確保、移動に

関する支援に努めます。

主要施策として、社会参加の促進などに取

り組むこととしております。

２５ページに移りまして、３、バリアフ

リー社会の実現では、差別の解消、権利擁護

の推進及び虐待の防止として、差別を禁止し

障害のある人の暮らしづらさを解消するとと

もに、障害者の権利を最大限に尊重すること

などについて理解を促進します。

主要施策として、①権利擁護の推進、虐待

の防止、②成年後見制度等の利用促進などに

取り組むこととしています。

２７ページに移りまして、生活環境では、

住まいから交通機関、町なかまで連続し、ま
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た冬期間の環境にも配慮した安全で快適な道

路交通の確保と防災・防犯・感染症対策を推

進します。

主要施策として、①住まい・まちづくりの

バリアフリー化などの推進、２８ページに移

りまして、②移動・交通のバリアフリーの促

進、③防災・防犯体制の推進、④感染症予

防・拡大防止対策の推進に取り組むこととし

ています。

２９ページに移りまして、情報アクセシビ

リティーの向上及び意思疎通支援の充実です

が、アクセシビリティーとは利用しやすさ、

使い勝手のよさと訳され、誰もが支障なく利

用できる仕組みを目指すもので、主要施策と

して①情報通信における情報アクセシビリ

ティーの向上、３０ページに移りまして、③

選挙等における配慮に取り組むこととしてい

ます。

３１ページ、御覧ください。

第３章 障がい福祉計画・障がい児福祉計

画に移りますが、第２章の障がい者福祉計画

で定める障害者施策の基本的な考え方や方針

を受け、この第３章におきまして具体な成果

目標や実施計画を定めるものです。

１、成果目標ですが、自立支援の観点から

令和５年度を目標年度として、７つの成果目

標を設定します。目標は、第５期計画におけ

る実績を考慮するとともに、障害のある人の

意向、本町の現状を総合的に勘案した上で設

定します。

１、福祉施設の入所者の地域生活への移行

につきましては、令和元年度末の施設入所者

数は３７人となっており、国の指針において

は施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行

することを基本としているため、本町は３人

を目標とします。

３２ページに移って、２、精神障害に対応

した地域包括ケアシステムの構築では、関係

機関や医療機関との連携を図り、入院してい

る精神障害者が地域の一員として自分らしい

暮らしをすることができるよう、必要な支援

体制の構築を目指します。

続いて３３ページ、３、地域生活支援拠点

等が有する機能の充実ですが、障害者の重度

化、高齢化や親亡き後を見据え、居住支援の

ための機能として、個の生活が確保される賃

貸住宅型の福祉ホームを整備し、障害児・者

が住み慣れた地域で安心して生活することが

できるよう、地域全体で支えるサービス体制

の構築を図ります。

続きまして３４ページ、４、福祉施設から

一般就労への移行等ですが、障害がある人や

その家族、障害のある人を雇用している企業

を対象とした個別相談会の開催等を通じて、

双方の不安感の解消や相互理解の促進を図る

とともに、就労場所の確保・拡大を目的とし

た情報交換会の場を設定することで、障害の

ある人の意欲や障害特性に応じた一般就労へ

の移行を支援します。

続いて３５ページ、５、障害児支援の提供

体制の整備等ですが、（１）重層的な地域支

援体制の構築を目指すための児童発達支援セ

ンターの設置及び保育所等訪問支援の充実、

３６ページに移りまして、（２）主に重症心

身障害児を支援する児童発達支援事業所及び

放課後等デイサービス事業者の確保などを

図っていきます。

３７ページに移りまして、下段の６、相談

支援体制の充実・強化等ですが、多様な相談

内容や地域における生活上の複合的な課題に

対応できるよう、体制の充実に取り組みま

す。

３８ページ、７、障害福祉サービスの質を

向上させるための取組に係る体制の構築です

が、北海道が実施する研修等に担当職員が積

極的に参加する等により、障害福祉サービス

の質の向上に取り組みます。

続いて３９ページ、２、活動指標等です

が、各サービスの確保のための方策を定め、

提供体制の計画的な整備を図ることとし、４

項目について記載しています。１、障害福祉

サービス相談支援では、居宅介護などの訪問

系サービスについての見込量を、４１ページ

では日中活動系サービス、訓練系・就労系
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サービスにおいて、療養介護、生活介護等な

どについて見込量を推計し、円滑なサービス

提供を目指します。

４４ページに移りまして、施設系サービ

ス、居住系サービスにおいて、施設やグルー

プホームにおけるサービス量の見込量を推計

し、サービス提供に努めます。

続いて４５ページ、相談系サービスです

が、利用者のニーズに合わせたサービス利用

計画作成や障害者が地域生活を継続できる相

談体制の充実検討を進めます。

続いて４７ページ、２、補装具ですが、希

望する障害者への公平・公正な支給に努めま

す。

４８ページ、３、障害児支援ですが、障害

児通所系サービスにおいて、児童発達支援や

放課後等デイサービスなどについての見込量

を推計し、学校等の関係機関や地域サービス

事業者との綿密な連携を図り、円滑なサービ

ス提供を目指します。

５１ページに移りまして、子どもセンター

による独自の取組内容ですが、児童相談の状

況として本人、保護者からの相談、学校から

の相談について記載をしております。

次に５２ページですが、協議の場として相

談があったケースについては、速やかにサ

ポート会議等を開催し、関係機関で情報共有

し早期かつ包括的に支援ができる体制を整備

していきます。

次に、５５ページを御覧ください。

４、地域生活支援事業の主な活動指標です

が、理解促進研修啓発事業においては、配慮

を必要としている人への思いやりのある行動

や障害や障害のある人に対する理解の促進を

図っていきます。また、自発的活動支援事業

や、５６ページに移って、相談支援事業、成

年後見制度利用支援事業等の取組を進めま

す。

５８ページに移りまして、日常生活用具給

付事業では、希望する障害者への周知及び把

握に努め、日常生活の利便性向上を図りま

す。

また、５９ページの移動支援事業では、社

会生活上必要不可欠な外出、社会参加のため

の外出の際の移動を支援するほか、移動手段

がなく継続的な治療を要する腎臓機能障害者

について、移動支援も実施しています。

５９ページ下段、地域活動支援センター事

業は、在宅の障害者等が通い創作的活動また

は生産活動の機会の提供を受け、社会との交

流促進等を行う事業で、町内ＮＰＯが事業を

実施しています。

６０ページに移りまして、日中一時支援事

業は、見守り、社会に適合するための日常的

な訓練を行うとともに、家族の就労や一時的

休息の支援につながっています。

続きまして、６２ページを御覧ください。

福祉ホーム事業において、居住支援を必要

とする障害者が円滑に利用できるよう支援を

継続します。

次に、６３ページを御覧ください。

６３ページからは資料編で、策定経過、委

員名簿、アンケート調査結果を掲載していま

す。

アンケート調査は、身体障害者手帳、療育

手帳、精神保健福祉手帳の各所持者を対象

に、生活状況や障害者サービスの利用意向等

を把握するために調査をしたもので、計画策

定の際の基礎資料であります。

以上、第６期足寄町障がい福祉計画等の概

要説明とさせていただきますので、御審議の

ほどよろしくお願い申し上げ、提案理由の御

説明とさせていただきます。ありがとうござ

いました。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第１６

号第３期足寄町障がい者福祉計画・第６期足
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寄町障がい福祉計画・第２期足寄町障がい児

福祉計画（令和３年度～令和５年度）につい

ての件は、文教厚生常任委員会に付託し、会

期中の審査にすることにしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、議案第１６号第３期足寄町障

がい者福祉計画・第６期足寄町障がい福祉計

画・第２期足寄町障がい児福祉計画（令和３

年度～令和５年度）についての件は、文教厚

生常任委員会に付託し、会期中の審査とする

ことに決定をいたしました。

なお、本件は会期中の休会中に審査の上、

報告をお願いをいたします。

◎ 議案第１７号

○議長（吉田敏男君） 日程第１５ 議案第

１７号足寄町議会議員及び足寄町長の選挙に

おける選挙運動の公費負担に関する条例の制

定についての件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） １６ページをお

開き願います。

ただいま議題となりました、議案第１７号

足寄町議会議員及び足寄町長の選挙における

選挙運動の公費負担に関する条例の制定につ

いて、提案理由の御説明を申し上げます。

本条例は、公職選挙法の一部を改正する法

律の施行に伴い、町議会議員及び町長選挙に

おける立候補に係る環境の改善を図るため、

当該選挙に係る選挙運動用自動車の使用、選

挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの

作成に要する費用の公費負担に関する事項を

定めるため制定をするものでございます。

条例の内容につきまして、第１条から順に

御説明させていただきます。

第１条は、本条例制定の趣旨を規定したも

のでございます。

第２条は、選挙運動用自動車の使用の公費

負担に関する規定で、候補者１人につき一日

当たり６万４,５００円に選挙運動期間の日

数を乗じて得た金額の範囲内で、供託物が足

寄町に帰属することとならない場合、つまり

供託物が没収されない候補者について、自動

車を無料で使用することができることを定め

ております。

第３条は、自動車の使用に係る契約締結の

届出に関する規定で、この制度の適用を受け

ようとする候補者は、その手続として第４条

第１号による一般運送契約により自動車を使

用する場合は、道路運送法に規定する一般乗

用旅客自動車運送事業を経営する者と、ま

た、第４条第２号による一般運送契約以外に

より自動車を使用する場合は、それぞれ個別

の契約について、その相手方と有償契約を締

結し、足寄町選挙管理委員会に届け出なけれ

ばならないことを定めております。

第４条は、自動車の使用の公費負担額とそ

の支払手続に関する規定で、支払手続は第３

条による届出をした候補者のうち、供託物を

没収されない者について、その各契約の相手

方に対し、本町がその請求に基づき支払うこ

とを定めております。

公費負担額につきましては、第１号に規定

する一般運送契約の場合は、一日当たり６万

４,５００円を限度額として定めておりま

す。

第２号は、一般運送契約以外の契約であり

ます自動車の借入れ、燃料供給、運転手の雇

用のそれぞれ個別に契約を締結した場合の公

費負担額について定めており、アにおいて、

自動車の借入契約の場合は一日当たり１万

５,８００円を、イにおいて、自動車の燃料

の供給に関する契約の場合は一日当たり７,

５６０円を、ウにおいて、自動車の運転手の

雇用に関する契約の場合は一日当たり１万

２,５００円をそれぞれ限度額として定めて

おります。

第５条は、契約の指定に関する規定で、第

４条で御説明をいたしました第１号の一般運
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送契約と第２号の個別の契約が重複して契約

されているときは、候補者がいずれかの契約

を指定し、支払対象となる契約内容を確定す

ることを定めております。

第６条は、選挙運動用ビラの作成の公費負

担に関する規定で、供託物が没収されない候

補者についてビラを無料で作成することがで

きることを定めております。

第７条は、選挙運動用ビラの作成に係る契

約締結の届出に関する規定で、この制度の適

用を受けようとする候補者は、ビラの作成を

業とするものとの間で有償契約を締結し、足

寄町選挙管理委員会に届け出なければならな

いことを定めております。

第８条は、ビラの作成の公費負担額とその

支払い手続に関する規定で、支払い手続は第

７条による届出をした候補者のうち、供託物

を没集されない者について、契約の相手方に

対し本町がその請求に基づき支払うことを定

めております。

公費負担額につきましては、ビラ１枚当た

りの作成単価７円５１銭に、町議会議員選挙

においては１,６００枚、町長選挙において

は５,０００枚を乗じて得た金額の範囲内と

することを定めております。

第９条は、選挙運動用ポスターの作成の公

費負担に関する規定で、供託物が没集されな

い候補者について、第１１条に定める１枚当

たりの作成単価にポスター掲示場数に１.２

を乗じて得た金額の範囲内でポスターを無料

で作成することができることを定めておりま

す。

第１０条は、選挙運動用ポスターの作成に

係る契約締結の届出に関する規定で、この制

度の適用を受けようとする候補者は、ポス

ターの作成を業とする者との間で有償契約を

締結し、足寄町選挙管理委員会に届け出なけ

ればならないことを定めております。

第１１条は、ポスターの作成の公費負担額

とその支払い手続に関する規定で、支払い手

続は第１０条による届出をした候補者のう

ち、供託物を没集されない者について契約の

相手方に対し本町がその請求に基づき支払う

ことを定めております。

公費負担額につきましては、ポスター１枚

当たりの作成単価１,３２０円にポスター掲

示場数に１.２を乗じて得た金額の範囲内と

することを定めております。

第１２条は、委任に関する規定で、本条例

の施行に関して必要な事項は選挙管理委員会

が定めることとしております。

最後に、附則でございますが、第１項にお

きまして、この条例は公布の日から施行する

ことを、第２項ではこの条例は条例施行の日

以後に告示される選挙について適用すること

を定めております。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を受けます。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１７号足寄町議会議員及

び足寄町長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の制定についての件を採決を

します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１７号足寄町議会議員

及び足寄町長の選挙における選挙運動の公費
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負担に関する条例の制定についての件は、原

案のとおり可決されました。

◎ 議案第１８号

○議長（吉田敏男君） 日程第１６ 議案第

１８号足寄町選挙公報の発行に関する条例の

制定についての件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） １８ページをお

開き願います。

ただいま議題となりました、議案第１８号

足寄町選挙公報の発行に関する条例の制定に

ついて、提案理由の御説明を申し上げます。

選挙公報の発行につきましては、公職選挙

法第１７２条の２に規定されており、その発

行につきましては任意とされているところで

ございます。

本町では、昭和４９年に条例を制定いたし

ましたが、昭和５９年に立会演説会の開催や

法定はがきの配布等により、選挙公報の発行

に代えることができるなどの理由によりまし

て、条例を廃止した経過がございます。

しかし、選挙権年齢が１８歳に引き下げら

れ、若年層に対する選挙参加のための公報の

必要性は高まっているほか、全有権者に対し

まして候補者の氏名、経歴、政見等について

知る機会を広げるべく選挙公報を発行するた

め、新たに本条例を制定するものでございま

す。

条例の内容につきましては、第１条から順

に御説明をさせていただきます。

第１条は、本条例制定の趣旨を規定したも

のでございます。

第２条は、選挙公報の発行に関する規定

で、選挙ごとに候補者の氏名、経歴、政見、

写真等を掲載した選挙公報を発行しなければ

ならないことを定めております。

第３条は、掲載文の申請に関する規定で、

候補者が選挙公報に掲載を受けようとすると

きは、その内容を選挙告示日に文書により選

挙管理委員会に申請しなければならないこ

と。また、第２項では選挙公報として品位を

損なう事項を記載してはならないことを定め

ております。

第４条は、選挙公報の発行手続に関する規

定で、公報への掲載文は原文のまま掲載しな

ければならないこと、公報への掲載順序はく

じで決定することなどを定めております。

第５条は、選挙公報の配布に関する規定

で、選挙期日の前日までに配布をすることを

定めております。

第６条は、選挙公報の発行を中止する場合

の規定で投票を行う必要がなくなったとき、

天災などその他特別の事情があるときは選挙

公報の発行手続は中止することを定めており

ます。

第７条は、委任に関する規定で、本条例の

施行に関して必要な事項は、選挙管理委員会

が定めることとしております。

最後に、附則でございますが、この条例は

公布の日から施行することとしております。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１８号足寄町選挙公報の

発行に関する条例の制定についての件を採決

をします。

この採決は、起立によって行います。
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本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１８号足寄町選挙公報

の発行に関する条例の制定についての件は、

原案のとおり可決されました。

◎ 議案第１９号

○議長（吉田敏男君） 日程第１７ 議案第

１９号足寄町土地開発基金条例の一部を改正

する条例の件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） １９ページをお

願いいたします。

ただいま議題となりました、議案第１９号

足寄町土地開発基金条例の一部を改正する条

例について、提案理由の御説明を申し上げま

す。

本条例の改正は、障害者地域生活支援拠点

施設建設予定地を土地開発基金で購入するた

め、基金の額を積み増すに伴い、所要の改正

を行うものでございます。

改正内容について申し上げます。

足寄町土地開基金条例の一部を次のように

改正する。

第２条第１項中「３,３２４万７,０００

円」を「６,３６３万９,０００円」に改める

ものでございます。

基金を積み増す額の３,０３２万１,０００

円につきましては、今定例会に提案させてい

ただいた令和３年度一般会計予算に土地開発

基金操出金といたしまして計上いたしており

ます。

附則におきまして、この条例は令和３年４

月１日から施行することとしております。

右側に新旧対照表を添付しておりますの

で、御参照ください。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１９号足寄町土地開発基

金条例の一部を改正する条例の件を採決をし

ます。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１９号足寄町土地開発

基金条例の一部を改正する条例の件は、原案

のとおり可決されました。

◎ 議案第２０号

○議長（吉田敏男君） 日程第１８ 議案第

２０号足寄町公の施設条例の一部を改正する

条例の件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ２０ページをお

願いいたします。

ただいま議題となりました、議案第２０号

足寄町公の施設条例の一部を改正する条例に

ついて、提案理由の御説明を申し上げます。

本条例は、町道敷地の測量の結果、土地を

分筆したことによりまして、町道敷地に隣接

する喜登牛集落センターの位置に変更が生じ
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ましたため、所要の改正を行うものでござい

ます。

改正内容について申し上げます。

足寄町公の施設条例の一部を次のように改

正する。

別表第１中「足寄町喜登牛６６３番地」を

「足寄町喜登牛６６３番地１」に改めるもの

でございます。

附則におきまして、この条例は公布の日か

ら施行することとしております。

２１ページに新旧対照表を添付しておりま

すので、御参照ください。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第２０号足寄町公の施設条

例の一部を改正する条例の件を採決をしま

す。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第２０号足寄町公の施設

条例の一部を改正する条例の件は、原案のと

おり可決されました。

ここで、暫時休憩をいたします。

２時１０分再開といたします。

午後 １時５３分 休憩

午後 ２時１０分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 議案第２１号

○議長（吉田敏男君） 日程第１９ 議案第

２１号足寄町後期高齢者医療に関する条例の

一部を改正する条例の件を議題といたしま

す。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

住民課長 佐々木雅宏君。

○住民課長（佐々木雅宏君） 議案書２２

ページをお開き願います。

ただいま議題となりました、議案第２１号

足寄町後期高齢者医療に関する条例の一部を

改正する条例につきまして、提案理由の御説

明を申し上げます。

このたびの改正につきましては、地方税法

附則第３条の２第５項の改正に基づく延滞金

の割合の特例に関する改正で、本条例附則第

２条第１項の規定から延滞金の率のもととな

る平均貸付割合がマイナスになった場合に、

延滞金特例基準割合に、同条第１項に規定す

る所与の割合を加算しても、その加算した割

合が０.１％未満となる可能性があるため、

それに対応する規定として、特例基準割合を

除いてその加算後の割合が年０.１％未満の

割合であるときは、年０.１％とする規定を

新たに追加するものでございます。

施行期日につきましては、附則において、

公布の日から施行することとし、地方税法附

則第３条の２第５項の改正の施行が令和３年

１月１日であることから、この日から適用

し、同日前の期間に対応する延滞金について

は、なお従前の例によることとしておりま

す。

議案書２３ページに本条例の改正に関する

新旧対照表を添付しておりますので、御参照

いただければと存じます。

以上、本条例の改正に関する提案理由の説
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明とさせていただきますので、何とぞ御審議

賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第２１号足寄町後期高齢者

医療に関する条例の一部を改正する条例の件

を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第２１号足寄町後期高齢

者医療に関する条例の一部を改正する条例の

件は、原案のとおり可決されました。

◎ 議案第２２号

○議長（吉田敏男君） 日程第２０ 議案第

２２号足寄町国民健康保険条例の一部を改正

する条例の件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

住民課長 佐々木雅宏君。

○住民課長（佐々木雅宏君） 議案書２４

ページをお開き願います。

ただいま議題となりました、議案第２２号

足寄町国民健康保険条例の一部を改正する条

例につきまして、提案理由の御説明を申し上

げます。

改正の理由といたしましては、先般令和３

年２月３日に新型インフルエンザ等対策特別

措置法の一部を改正する法律（令和３年法律

第５号）が公布され、改正前の新型インフル

エンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第

３１号）附則第１条の２において規定する新

型コロナウイルス感染症を定義する条項が削

られたことから、この条項を引用している足

寄町国民健康保険条例の一部を改正するもの

でございます。

改め分を御覧いただきたいと存じます。

足寄町国民健康保険条例附則第２条におい

て、改正削除された「新型インフルエンザ等

対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）

附則第１条の２に規定する新型コロナウイル

ス感染症」という文言があることから、この

部分を改め、新たな新型コロナウイルス感染

症の定義として、新型コロナウイルス感染症

等の影響に対応するための国税関係法律の臨

時特例に関する法律において規定している文

言、「新型コロナウイルス感染症（病原体が

ベータコロナウイルス属のコロナウイルス

（令和２年１月に、中華人民共和国から世界

保健機関に対して、人に伝染する能力を有す

ることが新たに報告されたものに限る。）で

ある感染症をいう。以下同じ。）」に置き換

える改正を行うものでございます。

施行期日は、公布の日から施行することと

しております。

議案書２５ページに新旧対照表を添付して

おりますので、御参照いただきたいと存じま

す。

以上、本条例の改正に関する提案理由の説

明とさせていただきますので、何とぞ御審議

賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。
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これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第２２号足寄町国民健康保

険条例の一部を改正する条例の件を採決をし

ます。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第２２号足寄町国民健康

保険条例の一部を改正する条例の件は、原案

のとおり可決されました。

◎ 議案第２３号

○議長（吉田敏男君） 日程第２１ 議案第

２３号足寄町介護保険条例の一部を改正する

条例の件を議題とします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

福祉課長 保多紀江君。

○福祉課長（保多紀江君） ただいま議題と

なりました、議案第２３号足寄町介護保険条

例の一部を改正する条例につきまして、提案

理由の御説明を申し上げます。

２６ページをお開き願います。

本条例の改正につきましては、第２回臨時

会に提案し議決を頂きました第８期足寄町高

齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づ

き、令和３年度から令和５年度までの第１号

被保険者の全９段階の保険料率を平成３０年

度から令和２年度までの保険料率と同額とす

るため、年度の改正等をお願いするものでご

ざいます。

また、先ほど議決を頂きました足寄町後期

高齢者医療に関する条例の一部改正と同様

に、地方税法の改正に基づく還付加算金等の

割合に関する条項を追加するものでごさいま

す。

次に、条例の主な内容について御説明を申

し上げます。

足寄町介護保険条例の一部を次のように改

正する。

第３条第１項中「平成３０年度から令和２

年度」を「令和３年度から令和５年度」に改

め、同条第３項から第５項までの規定中「令

和２年度」を「令和３年度から令和５年度ま

での各年度」に改めるものでございます。

附則ですが、第１条、この条例は令和３年

４月１日から施行する。ただし、附則第６条

に１項を加える改正規定は、公布の日から施

行し、令和３年１月１日から適用するもので

あります。

また、第２条及び第３条で経過措置を規定

しております。

なお、２７ページに新旧対照表を添付して

おりますので御参照ください。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願いいた

します。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第２３号足寄町介護保険条

例の一部を改正する条例の件を採決をしま

す。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。
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（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第２３号足寄町介護保険

条例の一部を改正する条例の件は、原案のと

おり可決されました。

◎ 議案第２４号

○議長（吉田敏男君） 日程第２２ 議案第

２４号足寄町指定居宅介護支援等に関する基

準等を定める条例等の一部を改正する条例の

件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

福祉課長 保多紀江君。

○福祉課長（保多紀江君） ただいま議題と

なりました、議案第２４号足寄町指定居宅介

護支援等に関する基準等を定める条例等の一

部を改正する条例につきまして、提案理由の

御説明を申し上げます。

２８ページをお開き願います。

本条例の改正につきましては、３年に一度

の介護報酬に係る改定が行われることに合わ

せ、介護サービスに係る厚生労働省令が改正

になったことから、本町の４つの条例におき

まして、高齢者虐待防止の推進及びケアの質

の向上を推奨するものの２項目を追加する所

要の改正を行うものでございます。

条例の主な内容について御説明を申し上げ

ます。

第１条、足寄町指定居宅介護支援等に関す

る基準等を定める条例の一部を次のように改

正する。

第５条に次の２項を加える。

第５項、指定居宅介護支援事業者は、利用

者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要

な体制の整備を行うとともに、その従業者に

対し、研修を実施する等の措置を講じなけれ

ばならない。

第６項、指定居宅介護支援事業者は、指定

居宅介護支援を提供するに当たっては、法第

１１８条の２第１項に規定する介護保険等関

連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ

有効に行うよう努めなければならない。

以下、同様に第２条において、足寄町指定

地域密着型サービスの事業の人員、整備及び

運営に関する基準を定める条例第３条に２項

を加える。

第３条において、足寄町指定介護予防支援

等に関する基準等を定める条例第５条に２項

を加える。

第４条において、足寄町指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例第３条に２項を加

えるものでございます。

附則ですが、第１条、この条例は令和３年

４月１日から施行するものであります。

また、第２条で経過措置を規定しておりま

す。

なお、２９ページに新旧対照表を添付して

おりますので、御参照ください。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第２４号足寄町指定居宅介

護支援等に関する基準等を定める条例等の一

部を改正する条例の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。
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（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第２４号足寄町指定居宅

介護支援等に関する基準等を定める条例等の

一部を改正する条例の件は、原案のとおり可

決されました。

◎ 議案第２５号

○議長（吉田敏男君） 日程第２３ 議案第

２５号足寄町道路の構造の技術的基準等を定

める条例の一部を改正する条例の件を議題と

いたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

建設課長 増田 徹君。

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題と

なりました、議案第２５号足寄町道路の構造

の技術的基準等を定める条例の一部を改正す

る条例について、提案理由の御説明を申し上

げます。

議案書３０ページをお開き願います。

本条例の改正につきましては、道路法等の

改正により道路の安全と効果的な利用のため

の新しい制度が創設されたこと、及び引用条

文の条項ずれ等が生じたため、足寄町道路の

構造の技術的基準等を定める条例の一部を改

正するものでございます。

改正内容について申し上げます。

足寄町道路の構造の技術的基準等を定める

条例の一部を改正する条例を、次のように改

正する。

第４条及び第６条第７項並びに第１０条第

４項の改正は、条項ずれへの対応と引用条文

の整理を行っております。

第３３条では、交通安全施設として、「自

動運行補助施設」を加え、第４２条及び第４

３条では、引用条文の文言整理を行い、第４

４条と第４５条を各１条繰り下げ、第４４条

として、歩行者利便増進道路の安全性と利便

性を確保するための基準を加えるものでござ

います。

附則といたしまして、この条例は公布の日

から施行することとしております。

なお、３１ページから３２ページに新旧対

照表を添付しておりますので、御参照願いま

す。

以上、提案理由の説明とさせていただきま

すので、御審議のほどよろしくお願いを申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

１番。

○１番（多治見亮一君） 今の中に、自動運

行補助施設というふうに入ると伺いました

が、具体的にはどのようなものをいいます

か。教えてください。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） お答えをいたし

ます。

自動運行補助施設とはですが、電子磁気的

方法により自動運転装置を備えた自動車の自

動的な運行を補助するための施設ということ

で、電磁誘導線や磁気マーカーなどで自動運

転を補助する役割を果たす施設でございま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 他に質疑ございます

か。

６番。

○６番（熊澤芳潔君） これは第４４条の２

項に書いてあるのですけれども、足寄町とし

ては今後この設置というのは何か所ぐらいつ

ながってくるのですか、これによって。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） 現在のところ、

まだ該当するところがないので、設置につい

ては考えておりません。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 他に質疑はございま

すか。

２番。

○２番（高道洋子君） ３２ページの改正後
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の３というところに、歩行者利便増進道路で

すか、その中に高齢者、障害者が移動が円滑

にいくようにということで書いてありますけ

れども、そういう自動車とかでなくて、例え

ば高齢者が歩行する歩道ですね、歩道が波

打って、何度もお聞きしたことあるのですけ

れども、そういうのもこの法律によって改正

できるのですか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） 歩行者利便増進

道路というような形で書かされているところ

なのですけれども、一応歩行者の滞留スペー

スだとか、バリアフリーに適合するだとか、

それからベンチだとか、サイクルコートなど

を設置するというような基準を定めた条例に

なっていますので、凸凹になったからという

ようなのは、これについては該当にはならな

いかなというふうに思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（高道洋子君） 足寄町で皆さん運動

したり歩いたりして結構歩行者がいらっしゃ

います。大いに健康のために歩こうというこ

とで、そのときは車道ではなくて歩道を歩き

ますけれども、何度も言っているように、す

ごく凸凹が激しくて穴が空いていたりとか、

特に波打っているのですよね。そういうこと

です。それがすごく健康のためにも利便性か

らいっても、この用語にぴったりかなと思っ

たのですけれども、また別予算ということで

すね、それは。町が舗装道路改修のための

５,０００万円でしたか、年間。そっちで

やっぱり使うようになるのでしょうかね。こ

れには当てはまらないということですか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

この条例の改正につきましては、道路の構

造を決めていく条例でございまして、今回新

しく歩行者専用道路だとかというのかな、そ

ういう道路があるわけですけれども、それの

構造についてはこういうことで決めていきま

すよということでありますけれども、歩道は

歩道で今までどおり、そういう構造というの

は決まっているわけでありまして、その構造

については今までと変わらないということに

なります。ただ、やっぱり経年劣化といいま

すか、長年使っているうちに歩道が劣化をし

てきて凸凹になったりだとか、そういったこ

とが出てきますけれども、それはそれで構造

としてはもう既に決まっているものであっ

て、そういう凸凹になったものについては今

後そういうところは必要に応じて修繕という

のか改修をしていくというようなことになり

ますので、ここで今回の条例改正の部分の中

ではそういう部分については特に触れられて

いないというか、今後歩道だとかの補修だと

かそういったものというのは当然これからも

必要になった都度やっていかなければならな

いというように考えているところでございま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、質疑なし

と認めます。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第２５号足寄町道路の構造

の技術的基準等を定める条例の一部を改正す

る条例の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第２５号足寄町道路の構

造の技術的基準を定める条例の一部を改正す
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る条例の件は、原案のとおり可決されまし

た。

◎ 議案第２６号

○議長（吉田敏男君） 日程第２４ 議案第

２６号足寄町公園条例の一部を改正する条例

の件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

建設課長 増田 徹君。

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題と

なりました、議案第２６号足寄町公園条例の

一部を改正する条例について、提案理由の御

説明を申し上げます。

議案書３３ページをお開き願います。

本条例の改正につきましては、高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

の一部改正により、引用条文の条項ずれが生

じたため、足寄町公園条例の一部を改正する

ものでございます。

改正内容について申し上げます。

足寄町公園条例の一部を次のように改正す

る。

第１条の４第１項中「第２条第１３号」を

「第２条第１５号」に改めるものでございま

す。

附則といたしまして、この条例は令和３年

４月１日から施行することとしております。

なお、３４ページに新旧対照表を添付して

おりますので、御参照願います。

以上、提案理由の説明とさせていただきま

すので、御審議のほどよろしくお願いを申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第２６号足寄町公園条例の

一部を改正する条例の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第２６号足寄町公園条例

の一部を改正する条例の件は、原案のとおり

可決されました。

◎ 散会宣告

○議長（吉田敏男君） 以上で、本日の日程

は全部終了をいたしました。

本日は、これで散会をいたします。

次回の会議は、３月１６日、午前１０時よ

り開会をいたします。

大変御苦労さまでございました。

午後 ２時４４分 散会
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